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【
要
約
】
　
こ
れ
ま
で
、
田
口
卯
吉
の
思
想
の
評
価
は
、
必
ず
し
も
イ
デ
ナ
ロ
ギ
i
的
評
価
と
整
合
性
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
田
口

の
「
学
問
」
（
自
然
・
社
会
法
則
の
認
識
）
と
「
論
策
」
（
政
策
論
）
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
と
、
彼
が
立
脚
す
る
社
会
的
基
盤
の
関
係
を
示
そ

う
と
試
み
た
。
田
口
に
あ
っ
て
、
　
「
論
策
」
は
、
単
に
「
学
問
」
か
ら
演
繹
さ
れ
て
で
て
く
る
の
で
は
な
い
。
　
「
論
策
」
は
「
学
問
」
よ
り
、
む
し
ろ
社

会
的
現
実
の
方
に
よ
り
近
い
距
離
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
歴
史
の
原
動
力
と
考
え
た
「
労
力
社
会
」
が
、
現
実
に
は
産
業
資
本

家
で
は
な
く
、
都
市
の
小
生
産
者
を
示
し
た
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
思
想
活
動
の
後
半
期
に
特
に
著
し
い
と
さ
れ
る
、
思
想
の
空
想
的

性
格
に
つ
い
て
も
、
理
論
信
仰
か
ら
く
る
思
想
の
硬
直
性
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
産
業
資
本
の
確
立
に
よ
っ
て
、
彼
の
立
脚
す
る
社
会

階
層
そ
の
も
の
が
没
落
す
る
と
い
う
、
社
会
的
現
実
と
の
対
応
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
史
林
　
五
曖
巻
一
号
　
一
九
七
一
年
一
月

1
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
田
口
卯
吉
は
、
し
ば
し
ば
福
沢
書
簡
に
比
較
さ
れ
、
そ
の
説
く
と

こ
ろ
の
一
貫
性
に
よ
っ
て
特
微
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
視
点
は
、

す
で
に
明
治
二
六
年
、
山
路
愛
山
が
『
明
治
文
学
史
』
で
、
福
沢
と

対
比
し
つ
つ
、
田
口
を
「
彼
は
事
理
を
見
る
に
明
か
な
り
、
故
に
横

に
之
を
説
く
も
竪
に
之
を
論
ず
る
も
、
如
何
な
る
攻
撃
に
遇
ふ
も
、

如
何
な
る
賞
讃
に
遇
ふ
も
彼
は
動
か
ざ
る
を
得
る
な
り
。
　
白
旗
不
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

動
兵
営
静
な
り
と
は
彼
が
論
文
を
形
容
す
べ
き
好
辞
な
り
」
、
　
と
の

べ
て
以
来
、
福
田
徳
三
の
「
福
沢
氏
は
其
の
学
説
を
終
始
一
貫
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
か
っ
た
の
に
反
し
、
田
口
、
天
野
両
民
は
驚
く
べ
き
徹
底
を
も
っ

て
其
の
基
本
学
説
を
凡
ゆ
る
方
面
に
力
説
し
て
終
生
更
へ
な
か
っ

③た
」
、
あ
る
い
は
住
谷
悦
治
教
授
の
、
「
ま
こ
と
に
田
口
鼎
軒
博
士
の

自
由
主
義
経
済
学
は
終
始
一
貫
し
て
、
徹
底
的
に
主
張
せ
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
、
わ
が
明
治
経
済
学
史
上
、
前
後
他
に
そ
の
類
を
見
な
い
の

　
　
④

で
あ
る
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
碍
も
変
ら
ざ
る
市
民
権
を
保
持

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
し
か
に
、
自
由
主
義
経
済
学
者
と
し
て
の
田
口
の
主
張
は
、
明

1　（1）



治
一
一
年
の
『
自
由
交
易
日
本
経
済
論
』
以
後
、
明
治
三
四
年
の

　
　
　
　
　
メ
ン
タ
ル
サ
イ
エ
ン
ス

『
経
済
学
は
心
理
的
科
学
な
り
』
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
基

調
に
変
化
ら
し
い
変
化
を
見
せ
て
い
な
い
。
こ
の
点
か
ら
い
う
な
ら

ば
、
彼
の
主
張
は
、
ま
さ
に
「
思
想
の
う
ち
に
そ
の
否
定
的
要
素
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

包
摂
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
変
説
」
漢
、
　
「
転
向
」
者
福
沢
の
対
極
に
、

「
首
尾
一
貫
」
、
原
則
主
義
者
田
口
が
置
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
　
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
重
要
な
条
件
が
付
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

福
沢
の
「
変
説
」
、
「
転
向
」
が
忍
女
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
彼
の
思

想
の
内
在
的
根
拠
に
つ
い
て
批
評
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
た
と
え
ば
、

一
四
年
政
変
後
の
「
官
民
調
和
論
」
が
そ
れ
ま
で
彼
が
擁
護
し
、
主

張
し
て
き
た
民
権
の
伸
長
と
異
な
る
と
い
っ
た
、
　
「
時
務
策
」
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

連
続
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
田
口
の
場
合
、
そ
の
一
貫

性
は
、
原
則
的
、
抽
象
的
な
社
会
理
論
あ
る
い
は
社
会
認
識
の
方
法

に
つ
い
て
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
　
「
時
務
策
」
と
は
離
れ
た
地
平

で
の
彼
の
主
張
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
田
口
は
、
　
「
学
問
と
い
ふ
も
の
は
、
恰
も
天
に
於
て
太
陽
の
廻
り

に
惑
星
が
運
嬉
し
て
居
る
有
様
を
説
明
す
る
如
く
、
自
然
の
法
則
を

説
明
す
惹
の
が
学
問
で
あ
る
。
斯
う
な
さ
い
と
い
ふ
忠
告
は
学
問
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
い
（
こ
れ
は
「
論
策
」
で
あ
る
1
蟹
者
）
」
と
の
べ
、
「
学
問
」
と
「
忠
告
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（「

_
策
」
）
を
区
別
し
て
考
え
て
い
る
が
、
さ
き
に
の
べ
た
田
口
の
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

想
に
関
す
る
評
価
は
、
主
と
し
て
彼
の
い
う
「
学
問
」
に
焦
点
を
当

て
て
説
か
れ
た
も
の
で
、
　
「
論
策
」
は
「
学
問
」
に
従
属
し
た
も
の
、

あ
る
い
は
両
者
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
出
発

し
て
い
る
。
こ
の
際
、
彼
の
「
学
問
」
な
る
も
の
は
、
た
と
え
官
学

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
い
う
学
問
概
念
と
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

そ
れ
は
す
で
に
成
立
し
、
そ
れ
自
身
完
結
性
を
も
っ
た
特
殊
科
学
領

域
上
で
の
論
理
で
あ
っ
て
、
こ
れ
自
身
が
社
会
的
現
実
と
の
対
応
関

係
を
直
接
に
持
つ
も
の
で
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
　
・

う
に
田
口
の
「
学
問
」
と
社
会
的
現
実
と
の
関
係
を
評
価
す
る
な
ら

ば
、
必
然
的
に
「
現
実
離
れ
」
、
「
空
想
性
」
あ
る
い
は
、
せ
い
ぜ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
れ
と
の
偶
然
的
な
一
致
と
い
う
結
論
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
よ

う
な
、
彼
の
「
学
問
」
に
関
し
て
下
さ
れ
る
評
価
は
、
彼
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
性
格
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
「
都
市
商
工
階
級
」
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

「
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
い
っ
た
評
価
と
は

必
ず
し
も
あ
い
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
田
口
の
思
想
（
「
学
問
」
・
「
論
策
」
）
は
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

性
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
2
、
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3
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
田
口
の
「
論
策
」
は
決
し
て
「
学

問
」
に
従
属
あ
る
い
は
解
消
し
て
し
ま
い
、
ま
た
そ
の
結
果
、
彼
の

思
想
は
社
会
的
現
実
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

逆
に
、
彼
の
「
論
策
」
に
み
ら
れ
る
方
法
的
特
徴
は
、
彼
の
「
学

問
」
の
基
底
に
透
視
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
方
向
を
決
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
、
　
「
学
問
」
が
「
論
策
」

に
目
的
意
識
性
を
与
え
、
　
「
論
策
」
が
「
学
問
」
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

与
え
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
　
「
論
策
」
そ
の
も
の
の

中
に
こ
の
構
造
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
　
「
学
問
」
は
「
論
策
」
に
表

現
の
形
式
を
与
え
た
と
い
う
意
味
で
従
属
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
え

る
。　

我
六
は
彼
の
も
っ
て
い
た
強
烈
な
課
題
意
識
、
従
っ
て
「
論
策
」

に
注
日
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
中
に
個
々
の
概
念
と
し

て
「
学
問
」
を
分
解
・
復
活
せ
し
め
て
い
る
「
論
策
」
に
、
彼
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
が
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
、
田
口
の
思
想
的
評
価
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
評
価
に
整
合
性

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
田
口
を
福
沢
と
同
じ
基
準
で
論
ず
る
た
め
に
は
、
田
口
自
ら
の
べ

る
「
論
策
」
自
体
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
福
沢
に
関
し
て

は
す
で
に
単
　
「
時
務
策
」
の
基
底
に
流
れ
る
方
法
的
一
貫
性
が
注
目

さ
れ
、
価
値
判
断
の
梢
対
性
の
主
張
か
ら
状
況
思
考
と
し
て
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

け
ら
れ
た
彼
の
思
想
の
一
貫
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
結
論
か

ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
こ
の
点
で
、
田
口
は
福
沢
と
対
極
に
立
つ
も
の

で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
単
純
な
「
西
洋
学
者
」
で
も
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
　
田
口
の
、
　
い
わ
ゆ
る
「
学
間
」
か
ら
区
別
さ
れ
た

「
論
策
」
を
、
政
府
が
展
開
し
た
財
政
・
教
育
政
策
に
対
す
る
彼
の

見
解
、
自
由
民
権
運
動
へ
の
か
か
わ
り
に
み
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、

彼
の
「
論
策
」
の
方
法
的
特
微
と
そ
の
立
脚
点
と
い
わ
れ
る
、
都
市

の
商
工
階
級
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
さ
与
に
、
こ
の
「
論
策
」

の
方
法
的
特
徴
が
「
学
問
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

2

コ
口
卯
吉
の
「
論
策
」

　
ま
ず
、
田
口
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
都
市
の
中
小
商
工
階
級

　
　
　
　
⑫

（「

J
力
社
会
」
）
と
結
び
つ
く
に
至
っ
た
か
、
　
『
日
本
開
化
小
史
』
な

ど
の
分
析
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

　
「
『
臼
本
開
化
小
史
』
は
、
明
治
一
〇
年
九
月
か
ら
一
五
年
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ま
で
の
間
に
、
和
綴
木
版
刷
本
（
六
懇
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
明
治

3　（3）



七
年
、
大
蔵
省
紙
幣
寮
に
出
仕
し
て
以
来
、
田
口
は
、
A
・
ス
ミ
ス
、

リ
カ
…
ド
、
」
・
S
二
・
・
ル
な
ど
の
訳
業
を
通
じ
経
済
学
を
学
ぶ
か

た
わ
ら
、
開
化
史
の
研
究
に
没
頭
、
最
初
の
成
果
と
し
て
こ
れ
を
世

に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。

　
明
治
初
期
啓
蒙
知
識
人
は
、
欧
米
列
強
に
よ
る
植
民
地
化
の
危
機

に
直
面
し
、
独
立
国
家
を
上
か
ら
創
出
し
て
い
く
た
め
、
封
建
的
ロ

ー
カ
リ
ズ
ム
を
払
拭
し
、
政
府
に
政
治
権
力
を
集
中
し
、
他
方
、
そ

の
社
会
的
基
盤
を
一
般
庶
民
の
上
に
ま
で
拡
大
し
て
い
く
中
央
政
府

の
課
題
を
物
質
化
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
は
、

「
殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
」
政
策
の
具
体
的
内
容
を
充
填
す
る
プ
ラ

ン
．
メ
ー
カ
ー
と
し
て
、
他
方
で
、
こ
の
政
策
を
大
衆
的
規
模
に
ま

で
下
降
さ
せ
る
啓
蒙
者
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
」
、
　
「
文
明
開
化
」
政
策
は
、
当
初
、
社

会
総
体
の
西
欧
化
を
意
味
し
、
　
「
西
欧
し
の
多
く
は
忌
物
の
中
に
圧

縮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
新
知
識
人
の
理
論
と
実
践

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
容
易
に
統
一
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
統
一
は
、
大
枠
と
し
て
の
独
立
の
達
成
豚
西
欧
化

政
策
と
し
て
は
確
認
さ
れ
て
も
、
必
ず
し
も
、
日
本
の
お
か
れ
た
現

状
あ
る
い
は
今
後
進
む
で
あ
ろ
う
具
体
的
進
路
に
照
ら
し
て
、
そ
の

多
様
な
可
能
性
か
ら
一
つ
を
選
択
し
う
る
主
体
的
な
認
識
を
統
一
的

に
提
示
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
怒
濾
の
よ
う
な
啓
蒙

期
、
西
欧
化
の
時
期
に
続
く
、
民
選
議
院
設
立
の
建
白
あ
る
い
は
士
、

族
反
乱
な
ど
多
様
な
社
会
的
現
実
は
、
新
知
識
人
一
人
一
人
の
西
欧

化
意
識
の
内
容
を
点
検
し
、
啓
蒙
期
の
い
わ
ば
無
反
省
な
そ
れ
を
バ

ラ
バ
ラ
に
解
体
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
結
果
、
明
治
一
〇
年
前
後
、

啓
蒙
結
社
は
次
々
と
解
体
し
、
新
知
識
人
も
．
翻
訳
技
術
者
、
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

あ
る
い
は
教
育
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
転
進
し
て
い
っ
た
。

『
日
本
開
化
小
史
』
は
、
こ
の
よ
う
な
維
新
以
後
の
啓
蒙
活
動
が
自

己
意
識
を
獲
得
し
、
政
策
か
ら
離
れ
て
、
目
的
意
識
、
歴
史
意
識
に

転
化
す
べ
き
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
開
化
小
史
』
の
史
論
体
は
、
冷
静
に
因
果
法
則
を
追
求
す

る
と
い
う
理
念
と
、
激
し
く
是
非
曲
直
を
論
じ
て
い
く
情
念
と
が
復

合
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
啓

蒙
意
識
の
総
決
算
と
し
て
、
文
明
史
観
を
方
法
と
し
、
日
本
を
そ
の

対
象
と
し
て
い
る
。
西
欧
的
価
値
は
、
政
策
化
の
対
象
と
し
て
の
具

体
的
個
別
性
か
ら
離
れ
て
人
間
的
、
普
遍
的
な
価
値
に
ま
で
抽
象
化

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
方
に
お
い
て
社
会
・
歴
史
に
お
け
る

因
果
の
理
法
を
朋
ら
か
に
す
る
と
い
う
啓
蒙
的
歴
史
著
述
の
方
怯
が
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貫
か
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
過
去
の
史
実
に
対
す
る
批
判
の

形
を
か
り
て
、
現
状
に
対
す
る
痛
烈
な
戦
闘
性
、
論
争
性
が
織
り
込

ま
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
、
啓
蒙
期
に
お

け
る
イ
デ
ー
と
し
て
の
西
欧
思
想
が
、
現
実
に
対
応
す
る
反
省
を
媒

介
に
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
て
い
く
過
程
の
反
映
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　
田
口
が
史
実
に
託
し
て
行
な
っ
た
現
状
批
判
は
、
近
代
対
前
近
代

の
対
抗
軸
に
よ
っ
て
、
近
代
の
側
（
「
政
府
」
）
か
ら
前
近
代
（
無
気
無
力
の

「
愚
民
」
）
を
否
定
す
る
と
い
う
啓
蒙
思
想
の
限
界
を
突
き
破
り
、
近

代
の
側
（
「
政
府
扁
）
を
も
内
側
か
ら
否
定
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
田
口
が
大
蔵
省
か
ら
野
に
下
っ
た
一

つ
の
理
由
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
後
に
の
べ
る
よ
う
に
、
彼
が
啓
蒙

家
か
ら
、
都
市
中
心
の
商
工
階
級
の
理
論
家
に
転
化
し
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
に
照
応
す
る
。

　
以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
西
欧
の
文
物
を
日
本
に
適
用
す
る
と
い
う

政
策
的
視
点
が
、
一
た
ん
日
本
の
現
実
を
「
文
明
」
に
向
っ
て
進
歩

さ
せ
る
と
い
う
目
的
意
識
、
歴
史
意
識
へ
転
化
し
よ
う
と
す
る
時
、

連
綿
と
し
て
継
続
す
る
人
間
の
歴
史
の
う
ち
、
日
本
が
ど
こ
に
位
置

す
る
の
か
と
い
う
、
位
置
の
確
定
へ
の
反
省
が
生
ま
れ
る
。
　
『
日
本

開
化
小
史
』
は
、
こ
の
よ
う
な
位
置
の
確
定
と
、
そ
こ
に
至
る
歴
史

的
過
程
と
起
動
力
の
解
明
を
直
接
的
課
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
開
化
小
史
』
巻
之
一
で
、
田
口
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
す
す
め
る
す
す
ま
ざ
る

　
「
凡
そ
人
心
の
文
　
　
野
は
、
貨
財
を
得
る
の
難
易
と
相
撃
て
離

れ
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。
貨
財
に
富
み
て
人
心
野
な
る
の
地
な
く
、
人
心

文
に
し
て
貨
財
乏
し
き
の
国
な
し
、
其
割
合
常
に
平
均
を
保
て
る
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

摂
し
文
運
の
総
て
の
有
様
に
渡
り
て
異
例
な
か
る
べ
し
」
。

　
こ
の
こ
と
は
、
巻
聖
霊
で
は
、
　
「
貨
財
の
有
様
進
歩
す
る
や
人
心

の
内
部
同
時
に
進
歩
す
、
人
心
の
内
部
進
ま
ず
し
て
貨
財
の
独
り
進

む
を
得
ず
、
貨
財
の
有
様
退
か
ず
し
て
人
心
独
り
退
く
を
得
ず
、
何

と
な
れ
ば
智
力
を
発
達
せ
し
む
る
も
の
は
貨
財
に
し
て
、
貨
財
を
蓄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

積
せ
し
む
る
も
の
人
心
な
れ
ば
な
り
」
。
さ
ら
に
、
巻
之
六
で
は
、

「
蓋
し
以
上
（
徳
川
治
政
下
）
の
開
化
は
皆
封
建
制
度
の
下
に
発
し
た

る
開
化
な
り
、
故
に
封
建
の
社
会
に
適
す
る
の
形
状
を
存
せ
り
、
今

其
理
由
を
述
べ
ん
。
抑
も
封
建
社
会
に
は
大
国
を
領
す
る
所
の
数
多

の
諸
侯
あ
り
、
其
次
に
は
数
多
の
階
級
よ
り
成
る
所
の
武
士
あ
り
、

墜
下
に
は
商
あ
り
工
あ
り
農
あ
り
。
農
と
工
と
は
固
よ
り
貧
困
の
種

族
に
し
て
、
諸
侯
は
固
よ
り
豊
富
の
種
族
な
り
、
其
中
閥
に
立
つ
所

の
士
と
商
と
は
、
其
階
級
極
め
て
多
く
し
て
、
富
め
る
も
の
は
王
侯
に
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比
す
べ
く
、
貧
し
き
も
の
は
農
工
よ
り
も
下
れ
り
。
抑
も
徳
川
氏
治

世
の
文
運
は
斯
る
種
族
の
需
要
に
基
き
て
世
に
現
は
る
＼
所
な
れ
ば
、

万
度
の
相
懸
隔
せ
る
亦
極
め
て
多
し
、
故
に
其
読
書
に
於
け
る
や
、

王
侯
富
豪
は
古
聖
賢
の
名
に
眩
し
、
専
ら
学
士
を
引
き
て
孔
孟
の
書

を
講
ぜ
し
め
た
る
が
為
め
に
、
六
経
に
明
か
な
る
祖
篠
、
仁
斎
、
北
山
、

錦
城
、
一
斎
等
の
如
き
学
士
を
輩
出
せ
し
め
た
り
と
難
も
、
中
等
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

下
の
人
民
は
之
を
以
て
産
を
破
る
の
基
と
為
し
、
固
く
之
を
禁
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

僅
に
商
売
往
来
、
都
路
、
今
川
の
類
を
以
て
其
教
育
に
充
て
た
り
」
。

　
こ
の
三
つ
の
叙
述
の
変
化
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
心
と
貨
財
の

発
展
の
同
時
性
、
そ
の
相
互
作
用
、
さ
ら
に
全
面
的
一
体
性
の
認
識

は
、
次
第
に
具
体
性
い
整
合
性
を
お
び
て
く
る
。
こ
れ
は
彼
の
社
会

発
展
の
過
程
の
把
握
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
の
発
見
は
、
大
蔵
省
時
代
の

経
済
学
、
開
化
史
の
研
究
か
ら
導
か
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、
す
で
に
、
国
家
体
制
・
政
治
制
度

で
は
な
く
、
社
会
体
制
・
生
活
様
式
に
着
目
す
る
彼
の
独
自
な
社
会

認
識
の
方
法
が
芽
生
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、
福
沢
論
吉
の
物
質
的
立
場
と
新
島
裏
の
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

神
的
立
場
（
宗
教
）
が
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
い
ず

れ
も
、
国
家
（
の
独
立
）
に
眼
目
が
あ
っ
た
点
で
、
発
想
の
基
盤
は
共

通
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
田
口
は
、
眼
目
を
社
会
に
お
い
て
い
る

点
で
、
そ
の
課
題
に
お
い
て
彼
ら
と
対
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
田
口
は
、
西
洋
の
開
化
と
日
本
の
開
化
の
相
違
を
、

「
物
質
」
あ
る
い
は
「
精
神
」
の
違
い
と
い
っ
た
観
点
か
ら
分
析
す

る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
「
生
活
様
式
」
、
「
社
会
体
制
」
の
違
い

か
ら
分
析
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
才
女
は
、
啓
蒙
期
の
意
識

が
突
破
さ
れ
る
主
体
的
立
場
を
、
経
済
学
・
開
化
史
を
方
法
と
し
て

駆
使
し
た
彼
の
姿
勢
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
み
て
、
日
本
の
開
化
と
西
洋
の
開
化
は
ど
の
よ
う

な
性
格
を
以
て
識
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

田
口
は
、
平
民
的
開
化
と
貴
族
的
開
化
を
対
抗
軸
に
置
く
。
西
洋
の

開
化
を
基
準
に
し
た
場
合
、
日
本
の
開
化
の
劣
性
は
平
民
的
要
素
の

逼
塞
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
一
八
年
刊

行
の
『
日
本
開
化
の
性
質
』
で
は
、
西
洋
人
と
日
本
人
の
衣
食
住
の

異
同
が
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
日
本
に
も
西
洋
の
「
ヅ

ボ
ソ
」
、
・
「
チ
箪
ッ
キ
」
、
「
マ
ソ
テ
ル
」
外
套
に
対
応
す
る
「
股
引
」
、

「
腹
掛
け
」
、
　
「
手
ヅ
コ
」
（
手
甲
）
、
　
「
衿
纒
及
び
常
衣
」
が
あ
り
、

「
獣
肉
」
を
食
す
る
風
習
の
あ
る
こ
と
、
西
洋
の
料
理
店
に
対
応
す
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る
「
ヤ
タ
イ
チ
」
、
労
働
に
便
利
な
「
家
屋
の
制
」
の
あ
る
こ
と
な

ど
が
指
摘
さ
れ
、
西
洋
の
生
活
様
式
が
一
つ
一
つ
生
産
労
働
に
対
す

る
合
理
性
か
ら
来
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
日
本
の
開
化
も
「
股

引
」
、
　
「
腹
掛
け
」
、
　
「
手
ッ
こ
階
級
の
主
導
す
る
開
化
に
転
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
囑
破
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
開
化
の
方
向
は
何
故
に
発
展
を
妨
げ
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
　
「
徳
川
氏
は
封
建
を
以
て
海
内
を

治
め
た
る
が
為
に
、
戦
国
以
後
此
衣
服
の
発
達
は
実
に
貴
族
的
の
発

達
を
な
せ
り
（
「
其
他
飲
食
器
具
文
学
技
芸
の
発
達
ま
た
此
の
如
く
な
る
べ

⑳し
」
）
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
西
洋
化
の
出
発
点
で
あ
る

明
治
維
新
が
、
徳
川
期
の
「
封
建
的
結
構
」
の
結
果
か
ら
く
る
貴
族

的
開
化
を
う
け
て
達
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
み
い
だ
さ
れ
る
。

　
貴
族
的
開
化
は
、
羅
馬
の
開
化
、
支
那
の
歴
代
文
明
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
　
「
奪
掠
」
に
立
脚
し
、
　
「
労
働
せ
ず
し
て
衣
食
住
に
豊
富

を
致
す
」
こ
と
を
本
質
と
し
イ
、
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
有
形
上
に
お
い

て
、
衣
服
・
容
儀
・
器
具
・
家
屋
・
飲
食
・
火
事
、
無
形
上
に
お
い
’

て
、
学
問
・
文
章
な
ど
、
貴
族
的
要
素
が
全
て
の
社
会
現
象
を
制
し
、

「
活
気
な
く
勇
気
な
く
気
長
」
で
、
「
柔
弱
」
、
「
淫
磁
」
な
社
会
組

織
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
億
、
　
「
人
々
伺
一
の
労
働
を
以
て

多
量
の
産
物
を
得
る
に
至
り
た
る
」
結
果
で
は
な
く
、
　
「
労
働
社
会

の
有
様
平
均
に
進
歩
し
た
る
開
化
」
（
こ
れ
は
「
社
会
の
最
も
完
全
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
の
に
し
て
、
入
生
の
最
も
幸
福
な
る
も
の
」
で
あ
る
）
に
対
立
す
る
。

　
維
新
に
よ
っ
て
、
封
建
制
は
廃
止
さ
れ
、
制
度
上
・
政
治
上
の
栓

桔
は
撤
去
さ
れ
た
。
し
か
し
、
社
会
上
の
「
改
良
」
は
遅
々
と
し
て

進
歩
し
て
い
な
い
。
田
口
は
、
こ
の
状
況
を
突
破
す
る
鍵
を
「
貨
財

分
配
の
点
」
に
求
め
、
　
「
我
国
有
形
無
形
の
開
化
を
し
て
彼
の
貴
族

的
の
臭
気
を
脱
せ
し
め
、
以
て
其
所
得
を
増
進
し
、
其
知
識
を
発
達

し
、
其
人
種
を
改
良
す
る
」
た
め
、
　
「
労
力
す
る
も
の
を
し
て
其
産

物
を
得
せ
し
め
、
労
せ
ざ
る
も
の
を
し
て
財
を
得
る
な
か
ら
し
む
る

の
制
」
を
立
て
る
よ
う
提
案
す
る
。
そ
し
て
、
現
時
の
「
中
等
以
上

の
余
裕
あ
る
も
の
」
を
「
貴
族
的
の
分
子
を
含
蓄
す
る
も
の
」
と
断

罪
し
た
時
、
　
「
欧
米
人
を
し
て
今
日
の
開
化
を
発
せ
し
め
た
る
の
原

素
」
、
「
平
民
的
開
化
」
を
推
進
す
る
原
動
力
、
従
っ
て
歴
史
の
起
動

力
と
し
て
唯
一
、
彼
の
匿
に
映
っ
た
も
の
は
、
我
が
国
「
労
力
社

会
」
で
あ
っ
た
。
　
田
口
に
お
い
て
、
　
日
本
社
会
の
開
化
の
展
望
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
日
本
下
等
社
会
の
開
化
」
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
　
『
日
本
開
化
小
史
』
に
見
ら
れ
た
、
現
時

の
日
本
の
位
置
の
確
定
へ
の
欲
求
は
、
　
「
文
明
」
に
向
っ
て
の
思
的

7　（7）



意
識
、
歴
史
意
識
を
媒
介
に
、
そ
の
起
動
力
と
し
て
「
日
本
下
等
社

会
」
に
至
り
つ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
明
治
新
知

識
人
の
啓
蒙
意
識
は
、
田
口
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
分
解

」
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
、
田
口
が
歴
史
発
展
の
起
動
力
と
し
て
日
本
「
下
層
労
力
社

会
」
を
考
え
る
に
至
っ
た
プ
窟
セ
ス
を
の
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次

に
、
こ
の
「
下
層
労
力
社
会
」
が
実
体
と
し
て
何
を
意
味
し
て
い
た

の
か
を
、
明
治
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
お
け
る
経
済
問
題
へ
の

態
度
に
見
て
み
よ
う
。

　
経
済
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
『
鼎
軒
田
口
卯
吉
全
集
』
解
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
、
櫛
田
民
蔵
、
大
内
兵
衛
氏
ら
の
研
究
が
あ
る
の
で
、
　
「
論

策
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
脚
点
”
「
下
層
労
力
社
会
」
の
内
容
の

分
析
は
、
大
略
こ
れ
に
従
い
、
そ
の
上
で
、
政
治
過
程
、
文
化
過
程

を
自
由
民
権
運
動
に
対
す
る
態
度
、
一
連
の
教
育
問
題
に
対
す
る
態

度
に
考
察
し
、
そ
の
中
で
「
論
策
」
に
見
ら
れ
る
思
考
の
原
点
お
よ

び
社
会
的
現
実
の
間
に
保
た
れ
た
関
係
を
見
て
み
た
い
。

　
明
治
一
〇
年
前
後
ま
で
の
政
府
の
施
策
が
、
生
産
・
交
通
な
ど
各

方
面
に
わ
た
る
保
護
・
干
渉
政
策
に
よ
っ
て
い
う
ど
ら
れ
、
上
か
ら
の

啓
蒙
活
動
は
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は

す
で
に
の
べ
た
が
、
啓
蒙
意
識
の
分
解
過
程
は
、
実
は
、
こ
の
よ
う

な
一
〇
年
余
に
上
る
政
府
の
保
護
・
干
渉
政
策
が
、
そ
れ
自
身
の
生

み
だ
し
た
資
本
制
制
度
成
立
の
諸
条
件
お
よ
び
資
本
主
義
的
諸
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
対
立
し
、
抗
争
し
て
い
く
過
程
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。

　
明
治
一
二
年
、
田
口
が
『
東
京
経
済
雑
誌
』
を
発
刊
し
、
経
済
を

中
心
と
し
た
社
会
諸
般
の
論
評
に
出
発
し
た
時
、
政
府
は
西
南
戦
争

鎮
定
の
た
め
多
額
の
不
換
紙
幣
を
発
行
し
、
そ
の
た
め
物
価
の
高
騰
、

輸
入
超
過
、
正
金
流
出
、
投
機
の
盛
行
な
ど
が
見
ら
れ
、
こ
の
中
で
、

政
商
－
保
護
会
社
は
政
府
と
ま
す
ま
す
緊
密
に
結
び
つ
き
、
都
市
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
小
商
人
階
級
、
公
債
・
株
式
所
有
者
と
対
立
す
る
に
至
っ
た
。
も

と
も
と
、
保
護
・
干
渉
政
策
と
一
部
特
権
政
商
口
保
護
会
社
の
結
び

つ
き
は
、
後
進
資
本
主
義
の
出
発
点
に
お
い
て
必
然
的
に
発
生
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
特
色
は
特
に
国
家
財
政
の
極
端
な
膨
張
に
あ

ら
わ
れ
る
。
田
口
は
、
　
「
租
税
の
要
は
国
民
経
済
の
自
然
的
発
展
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

害
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
国
家
機
能
を
維
持
す
る
財
力
を
得
る
」
こ

と
に
あ
る
と
し
て
、
一
貫
し
て
国
家
財
政
の
膨
張
に
反
対
し
た
。

　
例
え
ば
、
明
治
二
二
年
「
租
税
軽
減
免
除
の
方
案
」
で
は
、
　
「
国

会
開
設
の
初
に
当
り
て
第
一
に
議
員
の
熟
慮
を
要
す
べ
き
件
女
極
め

て
多
々
な
ら
ん
。
然
れ
ど
も
余
輩
を
以
て
是
れ
を
見
る
に
、
最
も
急
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な
る
も
の
は
租
税
軽
減
の
一
事
是
な
り
」
と
し
て
、
地
租
軽
減
曝
酒

税
・
醤
油
税
な
ど
の
改
正
、
菓
子
税
の
免
除
、
海
関
税
多
種
の
免
除
、

府
県
営
業
税
雑
種
税
戸
数
割
の
廃
止
な
ど
、
税
の
軽
減
、
免
除
を
必

要
と
す
る
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
。
　
「
財
政
の
困
難
を
救
わ
ん
と
欲

せ
ば
歳
費
を
節
減
す
る
他
に
一
策
な
し
」
で
あ
り
、
　
「
勧
奨
保
護
の

政
略
を
止
め
て
政
府
の
事
務
を
適
当
の
境
域
に
限
り
」
、
商
部
・
工

部
な
ど
の
費
用
を
無
用
の
も
の
と
し
て
削
除
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ

⑳
る
。　

明
治
期
全
般
を
通
じ
て
、
財
政
経
費
の
膨
張
は
、
一
定
の
租
税
政

策
に
よ
っ
て
事
業
を
拡
張
し
、
特
定
部
門
の
生
産
を
助
長
し
、
ま
た

そ
れ
に
よ
っ
て
富
の
配
分
を
も
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

財
政
負
担
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
は
そ
の
主
張
の
旗
色
を
最
も
鮮
明

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
上
述
の
田
口
の
見
解
は
、
国
家
と
結
び

つ
い
て
、
国
家
市
場
・
外
国
市
場
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
特
権
政
商

と
対
立
し
、
職
人
・
商
人
な
ど
い
ま
だ
産
業
資
本
に
完
全
に
転
化
し

て
い
な
い
、
未
分
化
な
都
市
小
生
産
者
睦
プ
チ
ブ
ル
の
利
害
を
代
表

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
見
解
は
、
明
治
一
一
年
、
第
一
国
立
銀
行
頭
取
渋
沢
栄
一
ら

が
東
京
在
住
の
商
工
業
老
を
促
し
て
結
成
し
た
商
法
会
議
所
（
明
治

一
〇
年
代
の
唯
一
の
「
資
本
家
団
体
」
）
に
つ
い
て
、
議
員
が
国
家
の
経

済
発
展
、
日
本
全
体
の
経
済
変
動
・
経
済
政
策
だ
け
を
論
じ
、
多
数

商
入
の
利
益
を
積
極
的
に
図
ろ
う
と
し
て
い
な
い
愚
を
論
じ
、
　
「
紳

商
」
と
「
東
京
多
数
の
商
人
」
が
「
全
く
性
質
を
異
に
し
た
る
」
こ

と
を
指
摘
し
、
会
議
所
が
府
下
商
工
業
者
の
利
益
に
合
致
す
る
た
め

に
は
、
組
織
を
改
め
、
府
下
各
種
商
工
組
合
を
母
体
に
議
員
を
選
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
に
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
農
民
特
に
地
主
勢
力
に
対
す
る
攻
撃

の
姿
勢
が
で
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
二
年
、
国

会
が
開
設
さ
れ
、
政
府
の
事
業
拡
張
の
方
針
と
民
党
の
税
負
担
軽
減

の
主
張
の
対
立
が
、
地
主
勢
力
の
拾
頭
と
共
に
漸
次
両
者
の
政
治
的

取
引
の
方
向
に
変
質
し
て
い
き
、
日
清
戦
争
後
の
財
政
窮
乏
の
中
に

あ
っ
て
さ
え
、
地
息
増
徴
の
不
可
能
が
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
る
に
至

っ
て
、
照
口
は
、
政
府
の
政
策
が
「
不
労
徒
食
の
民
」
で
あ
る
地
主

階
級
の
大
財
産
に
軽
く
、
物
価
騰
貴
そ
の
他
で
収
縮
し
た
商
工
業
者

の
財
産
に
重
く
課
税
し
て
い
る
不
合
理
を
、
社
会
的
不
正
と
し
て
指

　
　
⑫

摘
す
る
。

　
ま
た
、
明
治
三
五
年
、
政
友
、
進
歩
両
党
が
、
明
治
三
一
年
に
増

徴
し
た
地
租
の
軽
減
を
政
府
に
迫
り
、
政
府
が
財
政
難
を
理
由
に
ご
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れ
を
拒
否
し
た
時
、
田
口
は
、
地
租
の
軽
減
に
よ
り
必
然
的
に
他
の

紺
碧
の
肩
代
わ
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
商
工
業
者
の
税

が
加
重
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
政
府
の
態
度
を
支
持
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
田
口
の
立
場
は
、
明
治
三
一
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
、

農
業
立
国
主
義
者
・
貴
族
院
予
算
委
員
長
谷
干
城
と
の
聞
に
戦
わ
さ

れ
た
『
地
租
増
否
論
』
、
『
続
地
租
増
否
論
』
に
最
も
明
白
に
表
明
さ

れ
て
い
る
。

　
大
内
兵
衛
氏
は
、
こ
う
し
た
田
口
の
見
解
を
、
　
「
博
士
の
所
論
は

一
女
当
時
の
商
工
的
町
家
の
実
際
的
要
求
に
掲
て
い
る
。
そ
し
て
、

商
工
業
の
将
来
に
対
す
る
無
限
の
楽
観
的
成
長
に
対
す
る
確
信
に
出

　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

て
い
る
。
博
士
は
最
と
徹
底
し
た
、
そ
し
て
最
と
卒
直
な
こ
の
新
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
田

口
の
「
下
層
労
力
社
会
」
と
い
う
立
場
は
、
都
市
の
保
護
会
社
・
大

商
人
、
あ
る
い
は
地
方
の
地
主
階
級
と
真
向
う
か
ら
対
立
す
る
「
商

工
的
町
家
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
彼
の
「
論
策
」
は
、
こ
の
よ
う
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
論
策
」

は
、
具
体
的
状
況
に
極
め
て
近
い
距
離
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
明
析
な
課
題
意
識
に
貫
か
れ
、
決
し
て
空
理
空
論
の
も
て
あ

そ
び
で
は
な
か
っ
た
。

　
田
口
の
「
論
策
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
に
つ
い
て
は
す
で
に

の
べ
た
。
し
か
し
そ
の
際
、
彼
の
「
論
策
」
の
底
を
流
れ
る
論
理
的

立
場
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
い
い
難
い
。

そ
れ
故
、
次
に
、
自
由
民
権
運
動
に
対
す
る
彼
の
か
か
わ
り
方
を
対

象
と
し
て
、
彼
の
「
論
策
」
の
方
法
論
な
い
し
論
理
を
考
え
て
み
た

い
。

　
明
治
一
五
年
六
月
、
箇
由
党
機
関
紙
『
自
由
新
聞
』
が
創
刊
さ
れ
、

田
口
は
、
板
垣
退
助
、
馬
場
辰
猪
、
中
江
篤
介
、
田
中
耕
造
、
末
広

重
恭
と
共
に
そ
の
社
説
掛
り
と
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
彼
は
共
存

同
衆
、
喋
丸
払
、
国
友
会
な
ど
の
同
人
と
し
て
啓
蒙
活
動
に
携
わ
っ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
結
社
の
変
質
・
解
体

に
と
も
な
っ
て
、
こ
こ
で
自
ら
の
政
治
的
立
場
を
表
明
し
た
わ
け
で

あ
る
。
同
年
三
月
、
大
隈
重
信
が
立
憲
改
進
党
を
組
織
し
た
時
、
嬰

鳴
社
同
人
の
大
多
数
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
　
『
東
京
経
済
雑
誌
』
の
編

纂
に
従
事
し
て
い
た
乗
竹
孝
太
郎
、
伴
直
之
助
ら
友
人
の
多
数
が
改

進
党
に
加
盟
し
た
経
偉
か
ら
、
田
口
が
自
由
党
に
関
係
し
た
こ
と
は

奇
異
と
さ
れ
た
。

　
彼
の
こ
の
行
動
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
か
っ
て
大
隈
大

蔵
卿
と
財
政
上
の
意
見
が
違
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
当
時
自
由
党
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と
改
進
党
が
殆
ど
同
一
の
主
義
目
的
を
有
し
て
分
立
せ
し
は
、
先
生

の
希
望
せ
る
国
会
党
の
理
想
に
合
せ
ざ
る
」
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

　
　
⑮

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
上
の
問
題
と
は
別
に
、
自
由

党
の
持
っ
て
い
た
、
「
正
義
を
標
榜
し
、
剛
直
に
し
て
平
等
を
唱
」
へ
、

「
気
節
を
負
ふ
て
実
行
を
主
と
」
し
、
　
「
少
壮
活
澄
の
士
を
愛
す
」

る
と
い
う
、
党
自
体
が
持
っ
て
い
た
体
質
と
、
田
口
の
感
性
的
側
面

の
関
係
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
田
口
は
、
す
で
に
明
治
八
年
か
ら
一
〇
年
に
か
け
て
、
『
郵
便
報
知

新
聞
』
、
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
に
、
黄
東
山
樵
、
畠
山
機
知
、
田
口
十
内

な
ど
の
筆
名
で
投
書
し
、
政
治
批
判
、
時
務
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
明
治
八
年
九
月
、
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
に
田
口
十
内
の
名
で
投
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
た
コ
認
誘
律
の
疑
ひ
」
は
、
政
府
の
専
制
に
対
す
る
そ
の
激
烈
な

批
判
に
よ
っ
て
、
主
筆
肥
塚
竜
を
危
く
投
獄
さ
せ
る
ま
で
に
至
ら
し

め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
藩
閥
専
制
批
判
は
、
彼
の
幼
少
期
、
学

習
期
の
生
活
体
験
あ
る
い
は
当
時
の
東
京
の
精
神
的
雰
囲
気
に
大
き

く
影
響
さ
れ
て
い
た
。
　
『
日
本
開
化
小
史
』
で
も
、
彼
本
来
の
論
理

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徳
川
幕
藩
体
制
へ
の
好
意
、
特
に
幕
末
期
の
開

国
政
策
の
擁
護
は
随
所
に
見
ら
れ
た
が
、
維
新
の
動
乱
と
そ
れ
に
続

く
逃
亡
、
沼
津
・
静
岡
で
の
個
人
的
体
験
は
、
彼
の
思
想
活
動
の
感

性
的
基
底
に
抜
き
難
い
在
野
意
識
を
植
え
つ
け
て
い
た
。

　
田
口
の
反
政
府
意
識
は
明
治
八
年
六
月
、
す
で
に
次
の
よ
う
な
言

葉
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
　
「
日
本
の
精
神
た
る
我
餐
人
民
を
支
配
す

る
の
政
府
ハ
独
裁
専
制
君
主
め
集
会
所
な
り
」
、
「
日
本
の
資
本
金
た

る
我
輩
人
民
『
な
け
な
し
』
の
身
代
ハ
非
常
に
重
大
な
る
厄
介
物
を

担
ひ
た
り
痛
ま
し
い
か
な
元
来
悪
主
国
の
名
あ
り
た
る
我
大
東
日
本

の
精
神
と
資
本
金
と
ハ
将
に
東
海
の
一
宇
と
な
り
て
滅
せ
ん
と
す
る

か
」
、
「
講
ふ
見
よ
当
今
深
省
各
寮
皆
な
独
裁
の
君
を
頂
き
三
田
七
十

余
県
多
く
ハ
専
制
の
主
を
仰
ぐ
此
君
主
や
政
府
是
を
懲
ら
す
の
罰
な

く
願
に
非
ら
さ
れ
バ
退
職
の
恐
れ
な
し
（
何
と
な
れ
バ
罰
す
る
の
君
主

も
話
せ
ら
る
の
君
主
も
殆
ん
ど
同
等
の
権
な
れ
バ
な
り
）
其
職
を
転
じ
賞

を
受
く
る
に
至
り
て
ハ
果
し
て
何
れ
の
君
主
の
手
に
出
つ
る
そ
や
夫

の
元
老
院
な
る
も
の
始
め
丸
運
鷺
主
の
権
を
制
せ
ん
と
欲
す
る
に
出

で
た
り
と
錐
も
目
今
の
景
況
に
於
て
ハ
我
悲
目
し
て
君
主
の
増
員
と

称
せ
ざ
る
を
得
ず
然
ら
バ
則
ち
日
本
の
政
府
ハ
貴
族
政
治
に
類
せ
し

も
の
乎
否
此
等
君
主
ハ
臣
民
を
蓄
ふ
る
に
非
ら
ず
（
権
妻
ハ
あ
る
に
も

せ
よ
）
未
だ
貴
族
と
称
す
る
能
ハ
ず
然
ら
パ
則
ち
何
も
の
可
君
主
を

維
持
す
る
も
の
ぞ
」
、
「
分
っ
た
り
厨
女
の
中
に
網
羅
せ
る
一
種
微
妙

　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む

の
頼
み
合
ひ
と
云
へ
る
約
束
あ
る
の
み
此
約
束
ハ
至
て
簡
な
り
我
輩
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恐
ら
く
ハ
後
来
此
約
束
離
拒
力
を
生
し
て
党
派
を
担
ひ
分
つ
に
非
ら

ざ
れ
バ
必
ず
凝
集
力
を
起
し
固
結
に
金
銀
つ
く
の
約
束
と
な
ら
ん
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
（
紙
幣
で
も
随
分
固
し
）
」
と
。

　
こ
の
よ
う
な
田
口
の
感
性
的
な
発
言
と
、
自
由
党
の
当
時
の
党
派

的
特
性
と
は
容
易
に
結
合
す
る
。

　
田
口
は
、
明
治
四
年
一
七
歳
に
至
る
ま
で
、
医
者
あ
る
い
は
薬
剤

師
と
し
て
世
に
立
つ
た
め
、
医
学
・
薬
学
・
化
学
を
学
ん
で
い
る
が
、

こ
の
中
か
ら
得
ら
れ
た
、
対
象
世
界
に
内
在
す
る
法
則
性
（
自
然

法
則
、
社
会
法
則
を
間
わ
ず
）
の
存
在
と
そ
の
認
識
可
能
性
に
対
す
る

絶
対
的
信
頼
と
い
う
方
法
的
態
度
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
的
態
度
は
、
幼
少
期
の
儒
学
（
朱
子
学
）

的
精
神
態
度
の
訓
練
、
す
な
わ
ち
人
間
と
自
然
と
を
貫
ぬ
い
て
一
切

を
説
明
し
つ
く
す
「
性
理
の
学
」
、
と
り
わ
け
彼
の
教
養
の
基
底
に

刻
印
を
お
し
た
、
普
遍
的
な
「
理
」
に
つ
い
て
の
知
識
に
よ
っ
て
、

西
洋
の
経
験
科
学
で
い
う
「
理
」
（
法
則
）
の
認
識
へ
容
易
に
読
み
替

え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
田
口
の

母
方
の
祖
父
田
口
慎
左
衛
門
は
幕
未
の
顕
現
佐
藤
一
斎
の
長
子
で
あ

り
、
彼
の
子
供
に
対
す
る
厳
格
な
薫
陶
ぶ
つ
は
、
　
『
鼎
軒
田
即
先

生
伝
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
田
口
の
自
由
民
権
運
動
へ
の
か

「
　
　
　
㊥

か
わ
り
方
の
も
う
一
つ
の
特
徴
、
即
ち
．
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、

「
法
則
」
（
従
っ
て
事
実
）
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

方
法
的
態
度
は
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
3
で
述
べ
る
よ
う
に
、
口
口
に
あ
っ
て
、
「
理
」

は
、
現
象
か
ら
帰
納
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

帰
納
す
る
主
体
が
現
象
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
現

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
儒
学
で
い
う
「
理
」
が
容
易
に
経
験
科
学
上

の
「
理
」
へ
読
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
か
え
っ
て
両
者

の
区
別
が
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
た
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ

　
　
　
　
⑩

ば
な
ら
な
い
。

　
当
時
、
多
く
の
民
権
派
の
論
客
が
、
国
家
の
独
立
、
国
民
の
幸
福

の
実
現
の
た
め
の
立
憲
政
体
、
国
会
開
設
要
求
を
、
　
「
天
賦
人
権
」
、

「
自
由
平
等
」
思
想
か
ら
演
繹
的
に
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
田
口

は
、
前
述
の
方
法
的
立
場
か
ら
こ
れ
を
歴
史
分
析
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

川
「
時
勢
」
か
ら
説
い
た
の
で
あ
る
。
　
田
ロ
が
展
開
す
る
国
会
開

設
・
責
任
内
閣
制
の
必
要
を
、
彼
が
自
由
党
機
関
紙
に
掲
げ
た
『
時

勢
論
』
に
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
彼
は
頼
山
陽
の
「
天
下
之
所
気
温
分
合
治
乱
安
危
一
士
勢
也
、
勢
者

以
レ
馬
鐸
変
、
以
レ
漸
而
成
、
非
三
人
屯
所
託
脂
為
一
」
を
引
用
し
て
、

12　（12　）？



’田口卯吉における「論策」と「学聞」　（尾崎）

「
蓋
し
勢
と
は
人
心
の
趨
く
所
な
り
。
詣
れ
一
人
の
私
利
且
つ
奪
ふ

べ
か
ら
ず
、
況
ん
や
社
会
多
数
の
利
益
の
存
す
る
所
を
や
。
之
に

抗
し
て
以
て
天
下
を
治
め
ん
と
欲
す
、
迂
も
亦
甚
し
　
」
と
「
勢
」

（「

梵
ｨ
」
）
を
規
定
し
、
上
古
以
来
の
天
下
の
分
合
治
乱
安
危
の
原
因

を
分
析
し
て
い
る
。
　
「
夫
れ
国
は
民
の
集
ま
る
所
に
し
て
、
国
利
は

民
利
の
帰
す
る
所
」
で
あ
る
か
ら
、
　
「
万
一
政
策
常
に
国
利
（
自
利
）

に
適
合
せ
ず
し
て
人
民
の
多
数
を
し
て
望
を
政
府
に
絶
た
し
む
る
に

至
ら
ば
」
、
　
「
其
政
府
を
転
覆
し
た
る
の
三
民
輪
留
ほ
止
ま
ず
し
て
、

或
ひ
は
王
室
を
滅
し
或
ひ
は
虚
位
を
擁
せ
し
め
奉
る
」
こ
と
に
な
る
。

国
会
を
開
設
せ
ず
、
従
っ
て
「
信
用
を
失
し
た
る
権
臣
に
し
て
長
く

其
地
位
を
保
た
ん
と
欲
せ
ば
」
、
必
ず
「
干
曳
の
革
命
」
が
あ
り
、

「
干
爽
の
革
命
を
行
ふ
に
至
り
て
は
王
室
必
ず
其
宗
を
滅
し
、
人
民

必
ず
其
産
を
失
す
」
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
此
の
如
き
大
害
」
を
扇

ぎ
、
　
「
明
治
創
業
の
基
」
を
固
く
す
る
た
め
、
政
党
内
閣
制
に
よ
る

「
言
論
の
革
命
」
、
す
な
わ
ち
「
専
制
政
府
を
変
じ
て
立
憲
政
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
す
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

　
こ
の
主
張
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
　
一
面
で
は
イ
ギ
リ
ス
功
利
主
義

思
想
の
転
用
で
は
あ
る
が
、
日
本
古
来
の
専
制
政
府
の
分
析
か
ら
国

会
瀾
設
．
責
任
内
閣
制
の
必
要
を
展
饗
し
た
点
に
こ
そ
、
彼
の
自

由
民
権
運
動
へ
の
関
わ
り
の
よ
り
根
底
的
な
方
法
的
基
礎
が
透
視
さ

れ
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
彼
が
西
洋
思
想
を
方
法
と
し
て
用
い
え

た
こ
と
、
ま
た
、
森
鴎
外
が
「
東
洋
西
洋
の
文
化
を
、
一
本
つ
つ
の

足
で
踏
ま
へ
て
立
つ
」
、
「
真
に
穏
健
」
な
「
調
和
的
要
素
」
を
備
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
学
者
と
し
て
評
価
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
田
口
が
民
権
運
動
に
か
か
わ
っ
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら

で
あ
り
、
在
野
意
識
お
よ
び
社
会
法
則
の
存
在
と
そ
の
認
識
の
可
能

性
へ
の
信
頼
と
い
う
彼
の
「
論
策
」
の
方
法
的
特
徴
が
こ
こ
に
確
認

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
田
口
の
「
論
策
」
が
、
単
な
る
西
洋
自
由
主
義
思
想
の
直
訳
的
輸

入
に
依
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
社
会
的
現
実
に
踏
ま
え
た

と
こ
ろ
の
社
会
意
識
を
立
脚
点
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た

が
、
彼
の
「
論
策
」
と
社
会
的
現
実
の
距
離
を
鮮
明
に
示
す
も
の
と

し
て
、
教
育
に
対
す
る
彼
の
関
心
が
あ
る
。
次
に
そ
の
教
育
意
見
を

見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
明
治
一
三
年
一
一
月
の
太
政
富
布
告
に
よ
っ
て
地
方
経
済
負
担
が

増
大
し
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
東
京
府
会
常
置
委
員
が
府
会
に
提
出

し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
東
京
府
区
部
会
常
置
委
員
四
大
意
見
」
の
二
に
、

信
心
夜
学
校
の
廃
止
と
い
う
慮
児
が
あ
る
。
こ
れ
億
軽
口
の
主
張
に
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基
く
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
廃
止
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。
　
「
彼
の
湯
屋
の
三
助
が
薪
を
竃
下
に
入
れ
、
酒
屋
の
小
僧
が
徳

利
を
洗
ふ
の
類
に
於
て
何
等
の
文
字
を
要
す
る
そ
や
、
其
の
生
涯
に

必
要
な
き
も
の
は
文
字
と
錐
無
用
な
り
、
其
の
生
涯
に
要
す
る
も
の

は
珍
宝
奇
石
と
難
有
用
な
り
、
正
論
の
文
字
を
要
せ
ざ
る
社
会
に
向

ひ
て
、
文
字
を
教
へ
ん
と
欲
す
る
は
却
て
余
計
の
考
に
あ
ら
ず
や
、

然
而
し
て
其
の
之
を
必
要
と
す
る
も
の
に
於
て
は
、
必
ず
や
地
方
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

府
の
勧
奨
を
挨
た
ず
し
て
文
字
を
知
る
べ
き
な
り
」
。

　
こ
の
よ
う
に
、
教
育
は
も
と
も
と
社
会
的
必
要
に
対
応
し
て
発
生

す
る
も
の
で
、
文
字
も
、
「
只
其
曾
て
の
物
の
知
識
を
集
め
る
た
め
」

あ
る
い
は
「
教
へ
る
便
利
の
為
」
で
あ
る
以
上
、
当
然
「
此
の
世
の

中
で
随
分
専
門
の
人
、
例
へ
ば
農
業
で
コ
ー
い
ふ
木
の
植
え
方
は
斯

う
せ
ね
ば
な
ら
ん
、
…
…
と
云
ふ
様
に
農
業
に
付
て
は
専
門
の
知
識

　
マ
マ

を
以
て
居
り
、
世
界
各
国
に
行
き
て
も
日
本
の
農
家
と
し
て
威
張
れ

る
知
識
を
以
て
い
る
人
で
も
一
丁
字
を
知
ら
ん
農
夫
が
ご
ざ
り
ま
す
。

又
一
の
染
物
屋
が
多
年
の
経
験
に
依
て
色
々
の
染
方
を
知
っ
て
居
り

な
が
ら
一
の
文
字
も
知
ら
ん
染
物
墜
が
あ
る
の
で
す
。
此
染
物
屋
は

文
字
を
知
ら
ん
か
ら
其
知
識
は
役
に
立
た
ん
か
と
い
ふ
と
ソ
！
で
は

な
い
。
文
字
言
外
に
此
染
物
の
知
識
が
あ
る
の
で
す
、
農
業
の
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醗

も
あ
る
の
で
す
。
大
工
で
も
ソ
ー
で
す
、
左
官
で
も
ソ
ー
で
す
」
と

い
う
主
張
が
で
て
く
る
。

　
社
会
的
必
要
に
対
応
す
る
教
育
と
い
う
主
張
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
当
時
の
政
府
に
よ
る
全
て
の
教
育
行
政
の
批
判
に
適
用
さ
れ
た
。

明
治
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
政
府
の
干
渉
・
強
迫

教
育
は
、
初
等
教
育
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
国
民
気
風
の
刷
新
を

通
じ
て
の
統
一
的
な
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
で
あ
り
、
高
等

教
育
に
関
し
て
は
、
国
家
官
僚
・
技
術
者
の
再
生
産
ル
ー
ト
の
確
立

を
目
標
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
国
民
国
家
の
枠
組

を
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
教
育
に
対
し

て
は
、
田
口
の
立
場
か
ら
、
　
「
干
し
小
学
校
を
卒
業
し
、
中
学
校
を

卒
業
し
た
る
者
は
復
た
糞
桶
を
荷
い
て
田
畑
を
耕
す
も
の
に
あ
ら
ず
、

曲
論
を
張
り
て
湖
海
に
歯
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
只
管
実
業
を
忌
み
、

唯
だ
国
家
的
の
議
論
、
精
神
的
の
道
徳
滞
れ
談
じ
て
以
て
祖
先
よ
り

護
り
受
け
た
る
財
産
を
消
耗
し
、
結
局
新
聞
屋
の
手
間
取
り
位
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

外
用
ひ
処
な
き
人
物
を
養
成
す
る
は
実
に
今
日
教
育
の
幣
な
り
」
と

い
う
批
判
が
出
て
く
る
の
は
避
け
難
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の

干
渉
・
強
迫
教
育
へ
の
非
難
は
、
同
時
に
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

国
民
の
精
神
的
気
質
に
ま
で
及
ぶ
。
空
疎
な
文
字
や
言
葉
を
尊
重
す
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田口卯吉における「論策」と「学問」　（尾崎）

る
伝
統
、
特
に
明
治
以
後
の
教
育
に
よ
る
社
会
附
身
分
の
保
障
・
階

層
上
昇
へ
の
期
待
な
ど
は
、
彼
に
と
っ
て
容
認
で
き
な
い
社
会
意
識

　
　
⑰

で
あ
る
。

　
以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
教
育
は
国
家
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
く
、
社
会
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

田
口
の
主
張
は
、
与
件
と
し
て
与
え
ら
れ
た
教
育
現
実
に
対
し
て
は
、

よ
ろ
し
く
「
農
・
大
工
・
左
官
・
彫
刻
師
・
印
刷
師
・
画
師
・
鋳

鉄
師
・
縫
物
師
・
そ
の
他
万
般
の
技
芸
工
芸
」
な
ど
教
科
の
実
用
化

の
主
張
と
し
て
展
開
さ
れ
る
ゆ
明
治
期
全
般
に
渡
っ
て
黒
本
の
教
科

の
中
核
を
占
め
た
修
身
科
、
歴
史
料
の
教
育
に
つ
い
て
も
、
　
「
国
家

主
義
と
か
勤
王
主
義
と
か
云
ふ
も
の
が
這
入
っ
て
教
育
を
す
る
と
其

教
育
の
仕
方
で
大
に
幼
少
の
人
の
後
号
を
誤
る
と
思
ふ
」
、
あ
る
い

は
「
宗
教
だ
と
か
或
ひ
は
道
徳
学
と
云
ふ
よ
う
な
も
の
が
随
分
あ
っ

て
、
諸
君
の
品
行
を
正
し
く
善
い
人
間
に
し
や
う
と
務
め
て
屠
る
。

併
し
な
が
ら
、
此
道
徳
学
や
宗
教
を
以
て
持
え
上
げ
ら
れ
た
人
間
を

見
る
に
、
ど
う
も
そ
れ
程
感
心
し
た
人
は
な
い
」
と
い
う
激
論
が
出

　
　
　
　
　
　
⑳

て
く
る
の
で
あ
る
。

　
教
育
の
機
能
に
対
す
る
甘
口
の
こ
の
見
解
は
、
当
時
、
国
家
に
よ

る
教
育
の
組
織
化
に
対
抗
す
る
唯
一
の
論
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目

に
価
す
る
ひ
同
時
に
．
こ
れ
が
国
家
の
持
つ
最
低
限
の
責
務
、
す
な

わ
ち
教
育
に
よ
る
社
会
秩
序
の
維
持
機
能
お
よ
び
、
そ
の
た
め
の
青

少
年
の
基
礎
的
能
力
の
陶
冶
を
さ
え
も
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
し
な

い
と
こ
ろ
ま
で
主
張
さ
れ
る
時
、
こ
こ
に
彼
の
教
育
に
関
す
る
様
女

の
「
論
策
」
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
か
ら
」
・
S
・
ミ
ル
に
至
る
イ
ギ

リ
ス
古
典
派
経
済
学
者
の
展
開
し
た
教
育
論
よ
り
も
、
彼
の
お
か
れ

た
社
会
的
現
実
へ
、
予
想
以
上
に
近
い
距
離
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
う
る
の
で
あ
る
。
彼
が
「
余
輩
は
我
邦
の
父
兄
に
向
ひ
て
学
校

生
徒
た
ら
ん
よ
り
は
寧
ろ
徒
弟
奉
公
を
勧
む
。
而
し
て
之
と
同
時
に

我
当
局
に
向
ひ
て
教
育
の
方
針
を
改
め
ん
こ
と
を
請
は
ざ
る
べ
か
ら

⑳ず
」
と
述
べ
た
の
は
、
当
時
の
都
市
の
小
生
産
者
目
プ
チ
ブ
ル
の
按

術
水
準
・
生
産
様
式
の
代
弁
で
あ
り
、
彼
の
「
論
策
」
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
田
口
に
お
け
る
「
論
策
」
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
出
発
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会
階
層
を
そ
の
背
景
に

お
い
て
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
こ
に
見
ら
れ
た
方
法
的
特
質
は
何
で

あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
内
容
が
実
質
的
に
も
っ
て
い
た
社
会
的
現

実
と
の
距
離
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
き
た
。
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3

田
口
卯
吉
の
「
学
問
」

　
田
口
が
大
蔵
省
翻
訳
局
へ
職
を
得
て
以
来
、
そ
の
職
業
と
し
て
概

容
を
積
ん
で
来
た
経
済
学
の
研
究
、
お
よ
び
そ
れ
が
市
民
社
会
の
総

体
を
認
識
す
る
科
学
で
あ
っ
た
が
故
に
、
最
も
抽
象
度
の
高
い
世
界

観
・
人
生
観
に
結
晶
し
た
社
会
理
論
（
彼
み
ず
か
ら
の
言
葉
に
従
え
ば
、

そ
れ
は
「
学
悶
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る

の
か
考
察
し
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
彼
は
古
典

派
自
由
主
義
経
済
学
者
と
し
て
、
終
生
そ
の
論
調
を
変
え
る
こ
と
は

な
か
っ
た
か
ら
、
若
干
の
力
点
の
移
動
は
あ
る
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

活
動
期
間
の
論
述
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
彼
の
論
述
に
は
ス
ミ
ス
以
後
の
多
く
の
経
済
学
者
が
登
場
す
る
が
、

古
典
派
経
済
学
者
の
問
で
戦
わ
さ
れ
た
学
説
史
上
の
論
争
や
稲
違
点

を
見
る
こ
と
は
筆
者
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
し
、
ま
た
本
稿

の
直
接
の
課
題
で
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
全
体
を
田
口

の
社
会
理
論
一
般
の
中
で
理
解
し
た
い
。

　
田
口
の
社
会
観
、
そ
れ
も
極
め
て
自
己
完
結
的
で
閉
鎖
的
な
社
会

認
識
と
し
て
結
晶
し
た
論
理
を
厭
う
た
め
、
ま
ず
人
間
の
天
性
に
つ

い
て
の
彼
の
規
定
を
見
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
と
い
う
の
は
、

彼
に
あ
っ
て
は
人
閥
の
天
性
の
算
術
的
合
計
が
社
会
の
天
性
と
み
な

さ
れ
て
お
り
、
　
「
社
会
そ
の
も
の
」
と
い
っ
た
概
念
か
ら
そ
の
性
質

が
演
繹
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
の
成

り
立
ち
お
よ
び
そ
の
具
体
的
形
態
に
ふ
れ
る
前
に
、
自
然
存
在
と
し

て
の
人
間
に
対
す
る
彼
の
考
え
方
に
ど
う
し
て
も
論
及
す
る
必
要
が

あ
る
。

　
田
口
は
人
聞
に
つ
い
壬
葡
え
る
時
、
　
「
余
は
自
愛
を
以
て
人
生
固

有
の
も
の
と
信
ぜ
り
。
余
は
人
は
諸
有
機
体
に
普
遍
な
る
保
生
避
死

の
性
質
を
免
れ
ざ
る
こ
と
を
信
ず
る
も
の
な
り
」
と
の
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
生
物
万
般
の
所
有
す
る
「
保
生
避
死
」
の
性
質
、
す
な

わ
ち
「
生
を
保
つ
も
の
を
快
と
し
、
死
に
近
く
も
の
を
悶
と
す
」
る
、

文
字
通
り
こ
れ
以
上
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
生
物
万
般
の
天

　
　
　
　
　
　
㊥

性
か
ら
出
発
す
る
。

　
こ
の
天
性
は
、
個
人
に
あ
っ
て
は
、
己
の
生
存
を
全
う
し
た
い
と

い
う
意
欲
、
自
ら
幸
福
・
快
楽
を
求
め
る
と
い
う
「
自
愛
」
と
し
て
、

ま
た
「
是
（
私
利
心
）
を
社
会
上
に
調
査
す
る
に
、
露
国
の
独
立
を
維

持
す
る
所
以
、
其
政
府
の
興
廃
存
亡
す
る
所
以
、
其
文
物
の
隆
替
盛

衰
す
る
所
以
、
社
会
に
盗
賊
詐
欺
取
財
、
其
他
不
詳
の
現
象
の
発
す

る
所
以
等
に
至
る
ま
で
、
其
本
源
を
尋
ぬ
れ
ば
、
皆
私
利
心
に
出
で
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⑩

ざ
る
な
し
」
、
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
人
間
の
社
会
生
活

を
規
定
す
る
「
私
利
心
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
私
利
心
」
は
、
人
間
は
生
ま
れ
た
時
に
は
、
　
「
善

悪
邪
正
を
識
別
す
る
心
」
が
未
発
達
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
　
「
人
を
打

ち
人
の
物
を
奪
ふ
事
草
木
禽
獣
に
対
す
る
が
如
く
意
に
介
す
る
所
な

し
」
と
い
う
情
態
で
あ
る
が
、
次
第
に
「
実
験
を
経
て
」
、
他
人
の

「
怒
れ
る
顔
の
催
る
べ
き
と
、
喜
べ
る
顔
の
悦
ぶ
べ
き
こ
と
を
解
し
」
、

さ
ら
に
「
耳
目
に
触
る
る
所
に
は
浅
ま
し
き
有
様
に
至
ら
し
め
ざ
ら

ん
事
を
願
ひ
、
極
め
て
高
な
る
有
様
を
見
る
と
き
は
、
自
ら
損
失
す

る
も
之
を
救
は
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
り
」
、
や
が
て
、
「
倫
理
の
情
」

と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
の
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
関
係
の
中
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

じ
め
て
社
会
意
識
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
倫
理
の
情
」
（
「
他
愛
」
）
が
、
　
「
私
利
心
の
拡
張
、
自
愛
の
発
達

し
た
る
も
の
」
、
「
度
々
の
実
験
を
積
ん
で
変
性
せ
る
私
利
心
」
で
あ

る
以
上
、
　
「
自
愛
」
と
「
他
愛
」
の
区
別
は
、
人
間
の
行
為
を
主
体

に
則
し
て
考
え
た
場
合
と
、
　
「
分
業
」
を
媒
介
と
し
て
社
会
的
観
点

か
ら
考
え
た
場
合
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
は

次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
労
す
る
は
則
ち
他
愛
に
し
て
、
報
酬
を
溶
く

る
は
則
ち
自
愛
な
る
べ
く
、
其
父
母
妻
子
を
養
ふ
は
剣
ち
他
愛
に
し

て
之
に
因
り
て
家
族
の
快
楽
を
得
る
は
則
ち
自
愛
な
る
べ
く
、
一
国

に
租
税
を
払
ふ
は
則
ち
他
愛
に
し
て
其
保
護
を
蒙
む
る
は
則
ち
自
愛

　
　
　
⑭

な
る
べ
し
・
」
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
両
者
の
統
一
は
、
「
無
形
の
手
」
（
自
然
）

に
よ
る
の
で
あ
り
、
事
実
彼
は
A
・
ス
ミ
ス
を
引
用
し
て
「
人
は
各

自
己
を
利
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
盛
な
る
は
、
　
『
自
然
』
が
斯
く
の
如

き
理
法
を
人
性
に
与
へ
て
社
会
の
幸
福
を
図
る
也
。
人
は
各
単
に
其

私
利
を
目
的
と
す
れ
ど
も
其
利
己
的
に
働
く
に
当
り
、
『
無
形
の
手
』

（
自
然
）
は
彼
等
を
導
て
彼
等
が
更
に
企
図
せ
ざ
る
社
会
的
幸
福
を
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

進
せ
し
む
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
田
口
の
説
く
人
間
は
、
　
「
保
生
避
死
」
か

ら
出
発
し
、
　
「
利
己
心
」
（
「
セ
ル
フ
・
イ
ソ
テ
レ
ス
ト
」
）
を
中
核
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
メ
ソ
」
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間

の
交
換
し
よ
う
と
す
る
生
ま
れ
つ
き
の
傾
向
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

る
「
分
業
」
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
社
会
を
考
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、

彼
は
、
人
間
が
社
会
を
結
ぶ
以
前
の
状
態
や
社
会
契
約
と
い
っ
た
命

題
を
否
定
し
た
の
で
あ
翫
。
彼
に
あ
っ
て
、
人
間
も
社
会
も
、
認
識

の
方
法
と
し
て
は
、
一
種
の
自
然
現
象
と
し
て
、
物
理
的
自
然
法
則

の
認
識
と
同
質
な
も
の
と
し
て
、
冷
徹
に
突
き
放
さ
れ
た
対
象
と
し
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て
考
察
さ
れ
る
。
人
聞
－
社
会
の
自
然
法
則
（
「
自
然
の
法
」
、
「
自
然
の

理
」
、
「
理
」
）
の
追
求
と
い
う
態
度
が
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。

　
田
口
は
社
会
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
大
地

の
外
に
在
て
流
動
す
る
も
の
之
を
大
気
と
な
す
。
大
気
の
赤
道
に
在

る
も
の
は
熱
し
て
上
騰
し
遙
に
走
る
、
其
両
極
に
在
る
も
の
は
冷
て

下
降
し
遙
に
赤
道
に
入
る
、
騰
降
交
代
し
て
未
だ
嘗
て
止
む
時
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ジ
フ
ト

ざ
る
な
り
。
大
地
の
面
に
在
て
流
動
す
る
も
の
之
を
水
流
と
為
す
。

赤
道
の
水
流
は
熱
し
て
膨
張
し
遙
に
両
極
に
直
る
。
両
極
の
水
流
は

冷
て
収
縮
し
遙
に
赤
道
に
趨
く
、
周
流
順
暫
し
て
未
だ
嘗
て
止
む
時

あ
ら
ざ
る
な
り
。
其
中
間
に
在
て
流
動
す
る
も
の
之
を
人
為
現
象
と

　
＠

為
す
」
。
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
人
為
現
象
」
は
「
大
気
」

や
「
水
流
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、
「
自
然
の
法
則
」

と
は
、
　
「
天
の
発
す
る
所
、
日
月
星
辰
河
海
山
澤
山
面
れ
自
然
の
現

象
な
り
」
、
　
「
人
の
発
す
る
所
、
貨
財
知
識
皆
溢
れ
人
為
の
現
象
な

㊥り
」
と
区
別
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
単
な
る
対
象
の
相
違

に
す
ぎ
ず
、
両
者
の
認
識
方
法
に
質
的
差
異
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
「
人
為
現
象
」
は
、
　
「
天
の
発
す
る
処
、
限
あ
り
。
人
の
労
作
は

世
の
一
塵
を
添
へ
得
べ
き
に
非
ず
、
又
一
塵
を
も
減
じ
得
べ
き
に
散

ず
。
故
に
其
（
人
為
現
象
）
世
に
発
現
せ
し
む
る
所
の
も
の
は
、
皆
自

然
の
現
象
を
労
作
考
究
し
て
其
大
小
軽
重
を
変
じ
、
其
得
失
利
害
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

議
し
、
其
需
要
に
応
ず
べ
き
形
状
を
得
せ
し
む
る
な
り
」
と
の
べ
て

い
る
よ
う
に
、
自
然
現
象
に
、
人
間
的
需
要
に
応
ず
べ
く
労
作
を
加

え
、
そ
の
形
状
を
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
「
抑
々

此
現
象
の
形
状
種
女
な
り
。
或
は
物
質
の
形
状
を
変
ず
る
も
の
あ
り
、

家
屋
器
物
衣
服
飲
食
の
如
き
是
な
り
。
或
は
人
心
を
変
ず
る
も
の
あ

り
、
知
識
学
問
の
塞
ぎ
是
な
り
。
或
は
人
の
体
勢
を
変
ず
る
も
の
あ

り
、
技
芸
の
如
き
是
な
り
。
是
皆
人
間
の
需
要
に
応
ず
べ
き
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
、
皆
人
の
発
現
す
る
所
な
り
」
の
よ
う
に
多
様
な
形
態
を
持
つ
。

「
人
為
現
象
」
は
、
「
人
間
万
般
の
葱
業
を
総
括
す
る
」
、
「
極
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

錯
雑
越
南
一
言
一
句
の
容
易
に
之
を
述
べ
得
べ
き
に
非
」
ざ
る
も
の

で
あ
る
。

　
田
口
は
こ
の
「
人
為
現
象
の
周
流
循
環
す
る
所
」
を
「
経
済
世
界
」

と
規
定
し
、
　
「
人
為
の
現
象
」
の
動
静
の
法
を
講
ず
る
学
闇
と
し
て

経
済
学
を
お
く
。
　
「
経
済
世
界
」
は
単
一
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ

で
展
開
さ
れ
る
「
人
為
現
象
」
の
交
流
の
有
無
に
よ
っ
イ
、
多
く
の
単

位
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
　
「
人
為
の
現
象
を
吸
引
す
べ
き
人
間

の
引
力
」
と
し
て
の
「
需
要
」
に
基
づ
く
交
流
に
よ
っ
て
「
経
済
世

界
」
は
た
え
ざ
る
拡
大
・
縮
少
の
波
の
中
に
お
か
れ
る
。
彼
は
「
経
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済
世
界
」
を
次
の
よ
う
に
比
喩
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
も
ち

　
「
此
の
社
会
は
人
々
互
持
の
一
大
構
造
物
に
し
て
、
近
く
諸
を
讐

ふ
れ
ば
、
経
済
世
界
の
機
関
は
恰
も
人
身
の
機
関
の
如
し
。
夫
の
人

為
現
象
の
運
転
周
流
し
て
経
済
世
界
を
維
持
す
る
は
、
猶
ほ
血
液
の

人
身
中
に
循
環
し
て
其
生
気
を
養
ふ
が
如
し
。
又
人
為
現
象
の
周
流

を
便
に
す
る
汽
車
鉄
道
船
路
橋
梁
の
如
き
は
、
猶
ほ
血
液
を
循
環
せ

し
む
る
動
脈
静
脈
毛
細
管
の
如
し
。
血
液
は
豊
漁
に
始
り
、
肺
臓
に

成
り
、
周
流
循
環
し
て
能
く
体
質
を
養
ふ
。
経
済
現
象
は
天
造
に
始

り
、
人
造
に
成
り
、
周
流
循
環
し
て
能
く
需
要
に
応
ず
。
村
落
あ
り

都
会
あ
る
は
、
心
臓
あ
り
神
経
室
あ
る
が
如
し
。
政
府
あ
り
人
民
あ

る
は
、
脳
髄
あ
り
支
盲
あ
る
が
如
し
。
学
者
あ
り
講
師
あ
り
士
農
工

商
あ
る
は
、
肝
あ
り
心
あ
り
腹
胃
肺
腎
あ
る
が
如
し
。
経
済
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

機
関
量
に
亦
深
奥
な
ら
ず
や
」
。

　
「
経
済
世
界
」
に
つ
い
て
は
さ
き
に
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

田
口
は
こ
れ
と
同
時
に
「
社
会
」
と
い
う
概
念
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
こ
う
。
彼
は
、
　
「
社
会
と
は
何
ぞ
や
、

互
に
分
業
を
行
ひ
、
有
無
を
通
じ
、
経
済
現
象
を
交
易
す
る
一
団

　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
人
類
を
云
ふ
な
り
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
社
会
」
は

「
経
済
世
界
」
と
区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
強
い
て
両
者

を
区
劉
す
る
な
ら
ば
．
　
「
経
済
世
界
」
が
「
需
要
」
、
　
「
労
力
」
従

っ
て
「
分
業
」
を
そ
の
基
本
に
お
い
て
お
り
、
近
代
市
民
社
会
を
意

味
す
る
の
に
対
し
て
、
　
「
社
会
」
は
よ
り
歴
史
性
を
帯
び
た
規
定
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
社
会
学
と
経
済
学
の
区
別
を
「
社
会
学
の
本

体
を
認
め
ん
と
欲
せ
ば
、
開
化
史
上
に
顕
は
る
る
事
件
を
支
配
す
る

理
を
説
く
も
の
た
る
事
を
思
へ
ば
可
な
る
べ
し
。
経
済
学
は
之
に
異

な
り
、
其
説
く
所
全
く
一
時
に
止
ま
る
も
の
な
り
。
社
会
学
は
数
千

年
に
渉
り
て
社
会
の
盛
衰
興
廃
す
る
所
以
の
理
を
説
く
、
経
済
学
は

人
間
交
際
し
て
相
成
立
す
る
の
理
を
説
く
、
社
会
学
は
社
会
を
縦
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

見
た
る
も
の
な
り
、
経
済
学
は
社
会
を
横
に
見
た
る
も
の
な
り
」
と

の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

　
以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
客
観
的
自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
運
行
し
て

い
る
物
体
と
し
て
の
宇
宙
に
あ
っ
て
、
「
人
為
現
象
」
、
「
経
済
世
界
」
、

「
社
会
」
は
そ
れ
と
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
法
劉
に
よ
っ
て
配
分
さ

れ
る
以
上
、
社
会
は
「
如
何
に
し
て
立
つ
乎
、
余
答
え
て
曰
く
、
自

ら
立
つ
な
り
と
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
自
由
意
思
あ
る
い

は
契
約
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
　
「
各
自
弱
強
の
勢
と
出
生
の
遅
速
」
に
よ
っ
て
そ
の
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性
情
の
き
ま
る
「
自
然
の
配
分
」
（
生
者
必
滅
会
者
常
離
・
有
機
世
界
の

運
勢
）
に
対
し
て
、
　
「
社
会
を
結
び
自
然
の
配
分
を
擁
乱
し
て
地
球

の
喧
擾
を
一
変
」
し
た
人
類
の
出
現
に
よ
っ
て
「
人
性
自
然
の
配

分
」
が
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
す
ら
「
人
の
天
性
自
ら
然
か
く
導
く
も

の
」
で
あ
り
、
天
然
自
然
に
与
え
ら
れ
た
人
の
性
情
の
需
要
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
て
そ
の
存
在
様
式
が
き
ま
る
の
で
あ
る
。

　
「
人
為
現
象
」
か
ら
「
経
済
世
界
」
、
「
社
会
」
が
導
き
出
さ
れ
る

方
法
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

見
ら
れ
た
社
会
法
則
（
「
理
」
）
は
極
め
て
包
括
的
な
も
の
で
あ
り
、
か

つ
客
観
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
創
り
出
し
た
「
貨
物
」
の
自
己
運
動
を
一

種
の
自
然
法
則
と
し
て
社
会
理
論
の
根
底
に
お
く
と
き
、
人
間
が
将

来
に
向
っ
て
主
体
的
に
歴
史
を
創
造
す
る
側
面
へ
の
評
価
が
稀
薄
と

な
り
、
従
っ
て
社
会
的
現
実
を
事
後
承
認
し
て
い
く
傾
向
が
で
て
く

る
が
、
田
口
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
さ
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
「
訓
言
」
、
　
「
教
則
」
、
　
「
託
言
」

な
ど
と
呼
ん
で
い
る
、
人
間
行
為
の
当
為
性
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
て
い
る
か
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

　
朋
治
一
五
年
、
加
藤
弘
之
の
『
人
権
新
説
』
を
論
駁
し
て
、
田
潤

は
、
人
間
が
作
り
出
し
た
文
学
・
知
識
・
貨
財
の
周
流
を
除
外
し
て

自
然
的
理
法
を
考
え
た
加
藤
の
唯
物
主
義
の
不
徹
底
を
、
科
学
的
合

理
主
義
に
反
す
る
と
非
難
し
て
い
る
。
　
「
余
餐
は
加
藤
氏
と
同
じ
く

権
利
の
生
れ
な
が
ら
に
人
に
存
す
る
を
信
ぜ
ぎ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
、

此
説
の
世
人
に
爆
ぜ
ら
れ
長
く
勢
力
を
社
会
に
保
つ
所
以
の
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

必
ず
其
然
る
所
以
の
理
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

「
訓
言
」
に
対
す
る
独
得
の
見
方
、
お
よ
び
存
在
す
る
社
会
的
現
実

を
全
て
承
認
し
て
い
く
態
度
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
　
「
訓
言
」
、
　
「
教
則
」
、
　
「
託
言
」
な
ど
の
社
会
現
象

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

　
「
訓
言
教
則
も
亦
た
社
会
の
一
現
象
な
り
。
訓
言
教
則
あ
り
て
社

会
を
規
正
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
社
会
あ
り
て
之
に
適
し
た
る
訓
言

教
則
の
其
の
問
に
発
す
る
こ
と
な
り
。
思
ふ
に
其
発
す
る
や
猶
ほ
文

学
・
技
芸
・
衣
服
・
飲
食
・
警
察
・
法
律
其
他
万
般
の
現
象
を
発
す

　
　
　
　
　
マ
マ

る
と
同
一
の
源
因
に
因
り
て
発
す
る
も
の
な
ら
ず
や
」
、
「
唯
々
神
教

政
府
の
下
に
於
て
は
天
子
の
神
権
を
疑
ふ
も
の
あ
れ
ば
、
其
社
会
破

れ
人
々
其
害
を
望
む
る
を
以
て
神
権
を
尊
ぶ
こ
と
自
ら
そ
の
社
会
の

教
則
と
な
る
な
り
。
列
国
対
峙
の
時
に
於
て
は
其
上
を
維
持
す
る
に

あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
人
民
社
会
に
生
存
し
難
き
が
為
に
愛
国
の
即
自
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ら
其
社
会
の
教
則
と
な
る
な
り
。
故
に
教
則
の
発
す
る
素
よ
り
食
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

会
を
維
持
す
る
の
目
的
に
成
る
な
り
」
。

　
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
訓
言
」
、
「
教
則
」
の
本
質
は
人

間
の
生
産
活
動
、
社
会
活
動
が
混
乱
す
る
の
を
防
ぎ
、
外
的
強
力
か

ら
そ
れ
を
保
護
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で

に
の
べ
た
よ
う
に
、
（
市
民
）
社
会
は
、
個
人
の
需
要
と
交
換
へ
の
本

能
を
基
点
に
自
ら
発
展
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
「
訓
言
」
、
「
教
則
」
の
う
ち
、
「
神
権
を
尊
ぶ
」
あ
る
い
は
「
愛

国
」
と
い
っ
た
一
時
的
・
部
分
的
な
そ
れ
よ
り
、
一
層
普
遍
的
で
包

括
的
な
「
訓
言
」
、
　
「
教
則
し
と
し
て
「
自
由
」
こ
そ
「
流
行
り
廃

り
」
を
こ
え
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
自
由
」
は
自
然
が

人
性
に
与
え
た
理
法
と
し
て
の
私
利
と
「
社
会
の
幸
福
の
増
進
」
と

の
自
然
的
調
和
を
実
現
す
る
根
底
的
な
「
訓
言
」
、
「
教
則
」
で
あ
る
。

同
時
に
、
　
「
自
由
」
は
、
社
会
の
発
展
と
幸
福
の
実
現
そ
の
も
の
を

当
為
性
と
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
他
の
「
訓

言
」
、
「
教
則
」
と
は
異
質
の
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
先
に
自
己
完
結
的
で
閉
鎖
的
と
の
べ
た
田
口
の
社
会
認
識

に
つ
い
て
概
略
し
た
が
、
そ
れ
は
、
個
人
の
保
生
早
死
の
性
質
か
ら

科
学
主
義
的
方
法
で
、
社
会
が
直
接
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
彼
の
社
会
意
識
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が

ゆ
え
に
、
加
藤
弘
之
の
「
優
勝
劣
敗
」
の
進
化
主
義
を
、
　
「
倫
理
絶

滅
の
一
主
義
」
と
批
判
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
も
ま
た
「
訓

言
」
、
「
教
則
」
に
含
ま
れ
る
当
為
性
を
社
会
維
持
法
則
の
一
つ
と
し

て
科
学
主
義
的
に
認
識
し
、
そ
の
道
徳
的
当
為
性
を
否
定
し
て
、

自
ら
「
倫
理
絶
滅
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
　
「
訓

言
」
・
「
教
則
」
の
う
ち
「
自
由
」
だ
け
は
、
そ
の
社
会
認
識
に
占
め

る
特
別
の
位
置
に
よ
っ
て
、
唯
一
当
為
性
を
帯
び
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
。
彼
が
、
　
「
自
然
の
法
則
を
説
明
す
る
の
が
学
問
で
あ

る
。
　
斯
う
な
さ
い
と
い
う
忠
告
は
学
者
で
な
い
」
、
　
「
サ
イ
エ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

学
問
と
論
策
、
政
策
と
混
同
さ
れ
て
居
ヅ
て
は
誠
に
困
り
ま
す
」
と

の
べ
る
と
き
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
自
由
」
は
、
当
為
性
を

そ
の
本
質
と
す
る
「
論
策
」
、
「
政
策
」
の
方
へ
移
転
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
「
学
問
」
に
お
い
て
、
一
種
の
自
然
法
則
の
中
で
社
会
を
と
ら
え

よ
う
と
す
る
態
度
、
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
「
自
由
」
の
特
殊
な
位

置
の
認
識
は
、
　
「
論
策
」
に
お
い
て
、
2
に
お
い
て
の
べ
た
方
法
的

態
度
、
す
な
わ
ち
法
則
の
存
在
と
そ
の
認
識
可
能
性
へ
の
信
頼
と
、
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在
野
意
識
に
容
易
に
結
合
し
、
彼
の
「
学
間
」

っ
て
「
論
策
」
に
具
体
化
し
え
た
の
で
あ
る
。

4

は
、
こ
の
回
路
を
通

田
口
に
お
け
る
理
論
と
現
実

　
　
　
1
む
す
び
に
か
え
て
一

　
前
節
ま
で
に
お
い
て
、
田
口
の
「
論
策
」
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
性
と
そ
の
方
法
的
基
礎
に
つ
い
て
の
べ
、
さ
ら
に
、
い
う
な
ら
ば

彼
の
専
門
領
域
乏
も
い
う
べ
き
経
済
学
展
開
の
基
底
と
し
て
の
社
会

認
識
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。
そ
し
て
、
　
「
学
問
」
で
展
開
さ
れ
た
告
解

認
識
の
方
法
的
特
徴
が
ど
の
よ
う
な
形
で
「
論
策
」
の
中
に
生
き
た

か
を
見
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
全
体
が
社
会
的
現
実
と
ど
の
よ
う
な

か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。
こ
の
点
を
彼
の
対

外
観
に
み
て
み
よ
う
。

　
従
来
、
田
口
の
条
約
改
正
問
題
、
貿
易
闇
題
、
内
地
雑
居
問
題
な

ど
に
見
ら
れ
る
主
張
か
ら
、
そ
の
対
外
認
識
の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
、

彼
が
明
治
知
識
人
の
第
二
世
代
に
属
し
、
幕
未
か
ら
維
新
前
後
の
動

乱
期
に
お
け
る
植
民
地
化
の
危
機
に
直
接
対
決
し
て
い
な
い
こ
と
、

海
外
留
学
の
経
験
が
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
早
い
時
期
か
ら
古
典

派
経
済
学
の
研
究
に
没
頭
し
た
こ
と
な
ど
が
理
宙
と
し
て
あ
げ
ら
れ

　
　
⑭

て
い
る
。
確
か
に
、
彼
の
「
国
を
異
に
し
故
治
を
異
に
す
る
を
以
て

時
に
或
ひ
は
一
君
主
一
宰
相
の
片
雷
隻
辞
よ
り
非
常
の
蕩
藤
を
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
の
へ
て

の
閥
に
発
生
し
、
戸
を
三
原
に
曝
す
る
の
惨
状
を
見
る
こ
と
な
き
に

し
も
あ
ら
ず
と
難
も
、
三
三
政
治
上
の
区
別
は
単
に
名
称
の
区
別
の

み
。
一
鷺
主
一
宰
相
の
片
言
隻
辞
は
決
し
て
国
民
を
し
て
死
を
郷
ち

て
闘
争
せ
し
む
る
程
の
価
値
あ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
、
「
其
立

憲
と
云
ひ
専
制
と
云
ひ
将
た
共
和
と
云
ふ
が
如
き
は
恰
も
康
治
に
異

同
あ
る
が
如
き
も
の
に
し
て
、
筍
も
租
税
の
徴
収
増
減
な
き
以
上
は

嘗
て
蝕
分
の
消
長
に
関
係
な
き
も
の
な
り
。
経
済
上
よ
り
観
察
す
れ

ば
、
各
国
の
帝
王
宰
相
は
知
事
等
長
の
高
等
な
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、

版
図
の
伸
縮
は
管
轄
の
分
合
廃
置
に
過
ぎ
ず
し
て
、
世
界
の
人
民
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

雑
な
商
業
共
和
国
な
る
一
大
邦
国
の
民
な
る
を
知
る
べ
し
」
と
い
う

世
界
認
識
に
は
、
楽
観
的
な
対
外
観
（
世
界
像
）
が
彷
彿
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
他
方
で
、
例
え
ば
明
治
八
年
六
月
の
『
郵
便
報
知
新
聞
』
投

稿
の
「
合
従
新
論
」
第
一
で
は
、
次
の
よ
う
な
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ッ

ク
ス
的
立
場
か
ら
の
西
洋
認
識
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
　
「
斯
く
我
聾

が
目
し
て
亜
細
亜
の
大
患
と
為
す
所
の
黒
人
の
唱
ふ
る
所
を
聞
く
に

曰
く
自
由
曰
く
共
同
。
我
輩
話
語
の
柔
な
る
に
凝
し
膝
を
打
て
嘆
て

曰
く
、
『
鳴
乎
直
な
る
か
な
明
な
る
か
な
欧
人
の
人
倫
を
論
ず
る
や
』
。
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既
に
し
て
其
行
ふ
所
を
目
撃
し
所
謂
自
由
と
学
堂
ら
自
由
を
望
む
に

し
て
他
人
を
圧
制
す
る
を
金
め
ず
所
謂
共
同
と
ハ
自
ら
共
同
を
望
む

に
し
て
他
人
を
圧
制
す
る
を
禁
ぜ
ざ
る
こ
と
を
解
す
る
に
及
ん
で
嚢

日
に
膝
を
打
ち
し
こ
と
を
悔
ひ
た
り
。
蓋
し
寄
人
は
天
下
無
隻
の
裸

民
な
り
。
若
し
中
言
ふ
所
に
惑
ひ
其
行
ふ
所
を
顧
み
ざ
れ
バ
我
蒙
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

人
種
の
妙
滅
将
に
米
国
印
度
と
日
を
同
ふ
せ
ん
」
。

　
こ
の
二
つ
の
主
張
の
問
に
は
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
前
者

が
彼
自
ら
「
経
済
上
よ
り
観
察
す
れ
ば
」
と
限
定
し
て
い
る
よ
う
に

「
学
問
」
か
ら
の
発
想
で
あ
り
、
後
者
が
生
の
現
実
認
識
す
な
わ
ち

「
論
策
」
へ
の
立
場
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
一
面
で
は
田
口
に
お

け
る
「
学
閥
」
と
「
論
策
」
の
乖
離
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
し

．
か
し
、
他
面
で
、
こ
れ
は
彼
の
「
学
問
」
に
お
い
て
、
国
家
や
民
族

の
問
題
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
よ
り
感
性
的
意

識
、
従
っ
て
「
論
策
」
に
、
社
会
的
現
実
か
ら
無
媒
介
に
こ
の
問
題

が
登
場
し
た
結
果
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
「
論
策
」
に
は
都
市
商

工
階
級
（
小
生
産
者
1
ー
プ
チ
ブ
ル
）
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
主
張
と
、

そ
こ
を
中
心
に
外
延
的
に
形
成
さ
れ
た
国
民
、
従
っ
て
国
家
・
民
族

へ
の
横
の
広
が
り
が
透
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
都
市
商
工
階
級
の
発
展
は
、
田
口
に
お
い
て
、
洞
時
に
予
定
調
和

的
に
そ
れ
に
主
導
さ
れ
た
国
民
国
家
の
形
成
、
民
族
的
統
一
を
意
味

し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
阻
害
要
因
と
し
て
の
藩
閥
政
府
の
存
在
と
そ

れ
へ
の
対
立
意
識
は
、
極
東
市
場
に
お
け
る
阻
害
要
因
と
し
て
の
西

欧
列
強
の
認
識
と
そ
れ
へ
の
対
立
意
識
に
そ
の
ま
ま
連
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
意
識
は
「
生
命
線
」
理
論
と
容

易
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
抑
も
政
府
は
民
命
財
産
を
保
護
す
る
を
以
て
其
の
責
任
と
な
す

も
の
な
り
。
若
し
民
事
財
産
を
靡
毒
し
て
以
て
之
を
隣
国
に
供
す
る

も
の
あ
ら
ば
、
其
の
戦
は
仁
義
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
其
事
は
政
府
た

る
の
職
分
に
背
く
も
の
な
り
。
日
清
戦
争
の
事
素
よ
り
国
利
民
福
を

防
衛
す
る
の
巳
む
を
得
ざ
る
に
出
づ
、
何
ぞ
朝
鮮
の
孤
弱
を
欄
む
も

の
な
ら
ん
や
。
論
者
は
蓋
し
『
春
秋
に
義
戦
な
し
、
唯
彼
此
よ
り
善

き
は
之
あ
り
』
と
云
へ
る
語
を
聞
き
、
名
を
仁
義
に
籍
ら
ん
と
欲
し

た
る
の
み
。
隣
り
と
難
も
戦
争
は
必
ず
国
利
を
防
衛
す
る
の
名
義
に

娼
で
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
余
は
今
後
我
日
本
帝
国
の
朝
鮮
に
干
渉

す
る
に
当
り
て
は
、
必
ず
左
の
理
由
に
基
か
ん
こ
と
を
望
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　

　
此
の
如
き
事
件
は
我
が
植
民
と
商
業
と
を
妨
害
す
る
も
の
な
り
、

故
に
我
邦
は
之
を
黙
過
す
る
を
得
ず
、
と
。

　
諸
外
国
の
政
策
我
植
民
と
商
業
・
、
」
に
関
係
な
き
以
上
は
之
を
黙
過
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す
べ
き
の
み
。
筍
も
些
少
に
て
も
之
を
妨
害
せ
ん
乎
、
日
本
政
府
は

香
れ
を
保
護
す
る
の
責
任
を
有
す
る
を
以
て
黙
過
す
る
能
は
ざ
る
な

⑧
り
」
。

　
か
っ
て
の
民
権
論
者
の
多
く
が
、
帝
国
議
会
の
枠
の
中
で
、
反
藩

閥
専
制
↓
対
外
軟
弱
路
線
批
判
↓
対
外
「
硬
」
路
線
の
対
置
、
国
権

主
義
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
構
造
は
田
口
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
っ
た
。
田
口
の
場
合
、
「
天
賦
人
権
」
、
「
自
由
・
平
等
」
と

い
っ
た
概
念
が
出
発
点
か
ら
欠
落
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
転
換
を

よ
り
容
易
に
し
て
い
る
弔

　
「
元
来
支
那
人
種
は
衣
服
飲
食
の
美
を
求
め
ず
、
又
政
治
の
善
悪

を
是
非
せ
ず
、
只
管
労
働
し
て
貨
財
を
貯
蓄
せ
ん
と
す
る
も
の
な
れ

ば
、
之
と
競
争
す
る
老
は
随
分
困
難
な
る
べ
し
と
難
も
、
政
府
よ
り

之
を
見
れ
ば
実
に
気
の
利
き
た
る
牛
馬
な
り
。
吾
人
は
決
し
て
牛
馬

を
し
て
吾
人
と
同
一
な
る
風
俗
習
慣
言
語
を
な
さ
し
め
ん
と
は
勉
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ず
、
何
ぞ
支
那
人
が
弁
髪
を
な
し
阿
片
を
飲
む
こ
と
を
嫌
は
ん
や
」
。

こ
の
よ
う
な
異
民
族
支
配
に
対
す
る
観
点
は
、
　
「
対
外
国
是
」
に
お

い
て
、
「
東
洋
の
平
和
を
維
持
す
る
の
責
任
」
、
「
東
洋
の
平
和
を
維

持
す
る
の
天
職
」
と
い
っ
た
粉
飾
を
拒
否
す
る
。
　
「
国
家
の
大
事
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
に
利
害
よ
り
打
算
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
田
口
に
お
け
る
「
論
策
」
と
社
会
的
現
実
は
以
上
の
よ
う
な
関
係

で
発
達
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
　
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
彼
の
「
学

問
」
に
国
家
・
民
族
の
概
念
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
故
、
3

で
そ
の
方
法
的
特
質
と
し
て
の
べ
た
、
社
会
的
現
実
を
事
後
承
認
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
逆
に
国
家
目
的
に
追
随
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
　
「
論
策
」
が
社
会
的
現
実
と
の
緊
密
な
関
係
を
持
つ

に
と
も
な
っ
て
、
彼
の
「
学
問
」
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し

て
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
「
学

聞
」
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
を
下
敷

に
し
た
も
の
で
、
典
型
的
な
市
民
社
会
の
論
理
で
あ
り
、
未
分
化
な

小
生
産
者
甜
プ
チ
ブ
ル
が
新
興
の
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
へ
と
転
身

し
、
民
族
国
家
を
形
成
し
て
い
く
過
程
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
表
明

　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
帝
国
主
義
段
階
に
突
入
し
た
一
九

世
紀
後
半
の
社
会
的
現
実
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
論
理
が
国
民
的
に

貫
徹
し
う
る
現
実
的
基
盤
は
喪
失
し
て
お
り
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う

に
、
「
民
族
」
、
「
国
家
」
の
発
展
を
、
未
分
化
な
中
小
商
工
階
級
の

発
展
の
自
然
発
生
的
延
長
上
に
前
提
し
て
い
る
田
口
の
「
誤
聞
」
は
、

正
に
社
会
的
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
遊
離
は
彼
の
「
学
問
」
の
首
尾
一
貫
性
、
不
変
性

か
ら
そ
う
な
っ
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
依
拠
し
た
、
未
分
化
の
小
生

産
者
が
、
典
型
的
な
市
民
社
会
の
発
展
の
中
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、

十
分
な
分
化
の
過
程
で
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
賃
労
働
老
に
分
解

し
て
い
く
過
程
を
と
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
の
存
在
形
態
で
お
き
ざ
り
に

さ
れ
、
し
か
も
鼠
本
資
本
主
義
を
特
徴
づ
け
る
い
わ
ゆ
る
二
重
構
造

の
従
属
的
・
零
落
的
な
部
分
を
構
成
す
る
と
い
う
、
彼
の
依
拠
し
た

社
会
階
層
の
現
実
的
位
置
か
ら
く
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
付
・
本
稿
は
、
　
「
田
口
卯
吉
の
教
育
意
見
」
を
展
開
す
る
上
で
、
田
口

の
社
会
的
位
置
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
り
、
そ
の
前
提
と
し
て

執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

①
山
路
愛
山
「
明
治
文
学
史
」
（
明
治
文
学
全
集
・
『
山
路
愛
山
集
』
、
筑
摩
書
募
、

　
昭
和
四
〇
年
、
…
九
三
頁
）
。

②
天
野
為
之
は
、
万
延
元
年
一
二
月
、
唐
津
藩
医
天
野
松
庵
の
長
男
に
生
ま
れ
、

　
東
京
外
国
語
学
校
、
同
開
成
学
校
、
東
京
大
学
に
学
び
、
小
野
露
国
高
国
早
苗
ら

　
と
鶴
渡
会
を
結
ん
だ
。
明
治
一
五
年
、
大
隈
の
嘱
に
よ
り
、
鶴
渡
会
員
ら
と
東
京

　
専
門
学
校
設
立
に
当
り
、
同
校
維
持
員
兼
講
師
と
し
て
政
治
経
済
学
を
講
義
、
の

　
ち
大
正
四
年
、
早
稲
田
大
学
学
長
と
な
る
。
J
・
S
・
ミ
ル
な
ど
の
自
由
主
義
経

　
済
理
論
に
立
脚
し
、
田
口
卵
吉
と
並
ん
で
こ
の
派
の
理
論
家
と
み
な
さ
れ
た
。
明

　
治
一
九
年
『
経
済
原
論
』
ほ
か
、
明
治
中
・
後
期
に
渡
っ
て
多
数
の
著
作
が
あ
る
。

　
ま
た
、
彼
が
論
陣
を
は
っ
た
『
東
洋
経
済
新
報
』
　
（
明
治
二
八
年
創
刊
）
は
、
田

　
口
の
『
東
京
経
済
雑
誌
』
と
並
ん
で
、
明
治
の
経
済
時
論
雑
誌
と
し
て
経
済
知
識
、

　
の
普
及
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
昭
和
＝
二
年
八
○
歳
で
没
。

③
「
田
口
全
集
刊
行
に
際
し
て
」
（
『
我
等
』
、
昭
和
二
年
七
月
号
）
、
二
八
頁
。

④
住
谷
悦
治
『
日
本
経
済
思
想
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
三
三
年
、
＝
三

　
頁
。

⑤
同
前
、
＝
…
二
～
；
西
頁
。

⑥
前
記
諸
氏
の
評
価
、
そ
の
他
、
服
部
之
総
「
明
治
の
思
想
」
（
『
服
部
之
総
著
作

　
同
旨
』
第
六
巻
、
理
論
…
社
、
昭
和
四
〇
年
）
参
昭
酬
。

⑦
丸
山
真
男
「
福
沢
諭
吉
の
哲
学
」
（
現
代
日
本
思
想
体
系
・
『
近
代
主
義
』
、
筑

　
摩
書
募
、
昭
廊
三
九
年
）
参
照
。

⑧
「
経
済
学
の
性
質
に
関
し
て
滝
本
君
に
答
ふ
」
『
鼎
軒
田
口
卯
吉
全
集
』
（
以
下
、

　
『
鼎
軒
全
集
』
と
略
称
）
、
第
三
巻
、
鼎
軒
田
口
卵
吉
全
集
刊
行
会
、
昭
和
三
年

　
四
…
六
頁
。

　
　
田
口
の
い
う
「
学
問
」
は
、
　
「
現
象
の
其
性
質
を
良
う
せ
る
も
の
を
一
部
族
と

　
類
別
」
し
、
そ
れ
ら
の
「
理
法
」
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
　
「
論
策
」
　
（
あ
る
い
は

　
「
忠
告
」
、
「
訓
言
」
、
「
教
則
」
、
「
託
書
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）
は
、
「
人
の
行

　
ひ
」
、
　
「
国
の
行
ひ
」
な
ど
、
　
＝
疋
の
目
的
へ
の
当
為
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ

　
る
。

⑨
森
田
庸
夫
、
「
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
流
入
」
（
便
谷
悦
治
他
編
『
明
治
社
会
恩

　
想
の
形
成
』
第
一
章
・
、
芳
賀
書
店
、
昭
和
四
二
年
、
　
五
五
頁
）
、
住
谷
悦
治
『
日

　
本
経
済
学
史
の
一
儀
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
三
年
、
　
一
三
一
頁
。

⑩
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
六
巻
、
大
内
兵
衛
解
説
、
杉
原
四
郎
「
古
典
派
経
済
学
と

　
『
東
京
経
済
雑
誌
駈
」
（
長
幸
男
・
住
谷
一
彦
編
『
近
代
臼
本
経
済
思
想
史
』
1
、

　
有
斐
閣
、
昭
和
四
四
年
、
ニ
ゴ
…
八
頁
）
、
森
田
康
夫
「
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
流

　
入
」
　
（
『
盟
治
社
会
思
想
の
形
成
』
、
五
六
頁
）
。

⑪
丸
出
真
男
「
福
沢
識
吉
の
哲
学
」
（
『
近
代
主
義
』
所
収
）
参
照
。

⑫
　
「
労
力
社
会
」
と
い
う
概
念
が
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
明
治
一
八
年
九
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月
刊
行
の
『
日
本
開
化
の
性
質
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
＝
二
年
前
後
に

　
は
、
す
で
に
同
じ
内
容
を
、
「
日
本
下
等
社
会
」
と
表
現
し
て
い
る
（
『
鼎
蔚
全

　
集
隠
第
二
巻
、
一
一
八
頁
）
G

⑬
　
第
一
巻
・
明
治
一
〇
年
九
月
、
第
二
巻
・
＝
年
二
月
、
第
三
巻
・
一
一
年
下

　
半
期
、
第
四
巻
・
　
一
二
年
一
〇
月
、
第
｝
血
巻
・
一
四
年
七
月
、
鯉
難
曲
巻
・
一
｝
皿
年

　
一
〇
月
に
各
刊
行
。

⑭
維
新
後
の
政
府
の
文
明
開
化
政
策
が
、
幕
宋
期
の
西
洋
文
化
摂
取
の
方
向
の
継

　
承
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
旧
馨
府
開
成
所
を
中
心
と
し
た
洋
学
者

　
・
開
園
官
僚
と
諸
藩
の
開
明
派
人
材
が
理
数
し
て
事
に
当
る
条
件
は
こ
の
中
に
あ

　
つ
た
。
彼
ら
が
、
新
…
政
府
の
中
に
あ
っ
て
い
か
に
重
い
地
位
を
占
め
て
い
た
か
は
、

　
福
沢
論
吉
の
「
無
鳥
里
の
蛎
幅
無
学
社
会
の
指
南
」
と
い
う
自
負
に
よ
く
表
わ
さ

　
れ
て
い
る
（
『
福
翁
自
伝
』
・
『
福
沢
全
集
諸
雷
』
参
照
）
。

⑮
福
沢
論
吉
は
、
滋
時
の
文
明
開
化
の
気
風
を
、
「
或
は
開
化
先
生
と
称
す
る
輩

　
は
、
口
を
闘
け
ば
西
洋
文
明
の
美
を
称
し
、
一
人
こ
れ
を
遡
れ
ば
万
人
こ
れ
に
和

　
し
…
…
或
は
未
だ
西
洋
の
事
情
に
就
き
其
一
班
を
も
知
ら
ざ
る
者
に
て
も
、
只
管

　
旧
物
を
廃
棄
し
て
唯
新
を
贈
れ
求
む
る
も
の
玉
如
し
。
何
ぞ
や
昂
れ
事
物
を
信
ず

　
る
の
軽
々
に
し
て
、
又
こ
れ
を
疑
ふ
の
疎
意
な
る
や
」
（
『
学
問
の
す
す
め
』
）
と

　
批
判
し
、
西
洋
文
明
を
取
捨
選
択
し
う
る
主
体
性
の
確
立
を
主
張
し
て
い
た
が
、

　
明
治
一
〇
年
前
後
か
ら
の
、
国
家
の
進
路
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
対
立
は
こ
の
方
向

　
を
早
め
た
。
明
治
八
年
、
明
六
社
の
解
散
を
は
じ
め
、
法
律
講
習
会
（
後
の
、
唖

　
総
社
）
、
共
存
岡
衆
の
政
治
結
社
へ
の
変
質
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
明
六
社
の

　
場
合
、
　
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
そ
の
後
啓
蒙
活
動
か
ら
離
れ
、
兵
部
省
、
　
司
法

　
省
、
元
老
院
、
東
京
大
学
教
授
な
ど
の
職
に
専
任
し
た
。
明
六
社
同
人
の
多
く

　
が
、
官
僚
・
翻
訳
技
術
者
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
嘆
鳴
社
、
共
存
同
衆
同
人
の
多

　
く
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
教
育
者
、
政
治
家
へ
と
転
身
し
て
い
る
。

⑯
　
　
『
日
本
開
化
小
史
』
岩
波
書
店
、
昭
和
九
年
、
二
四
頁
。

⑰
同
前
、
一
四
五
頁
。

⑱
同
前
、
一
九
一
頁
。

⑲
徳
富
蘇
峰
「
福
沢
論
吉
鱈
と
新
島
嚢
君
」
（
『
国
民
唇
面
』
明
治
二
一
年
三
月
二

　
日
号
）
以
来
、
こ
の
種
の
見
解
は
多
い
。

⑳
・
　
「
日
本
開
化
の
性
質
」
　
『
鼎
…
軸
軒
全
集
』
第
二
巻
、
　
一
二
七
～
　
一
鳳
○
頁
。

⑳
同
前
、
一
二
七
頁
。

⑫
　
同
前
、
一
二
七
～
＝
一
…
○
頁
。

⑮
　
同
前
、
一
三
七
頁
。

⑳
　
岡
前
、
　
一
一
八
頁
。

㊧
　
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
四
巻
（
経
済
下
・
事
実
及
政
策
〉
　
・
解
川
説
櫛
m
国
民
蔵
、
　
筋
弟
六

　
巻
（
財
政
）
・
解
説
大
内
兵
衛
、
第
七
巻
（
金
融
）
・
解
説
大
内
兵
衛
。

⑳
『
鼎
陸
圏
集
歴
第
四
巻
解
説
、
二
頁
。

⑳
　
同
前
、
三
頁
。

　
　
『
鼎
A
毘
集
恥
第
六
巻
解
説
、
　
「
纂
貝
。

　
　
「
租
税
軽
減
免
除
の
方
案
」
、
同
前
、
二
三
二
頁
。

⑳
　
　
「
帝
国
財
政
意
見
」
、
同
前
、
五
頁
。

⑳
「
東
京
商
法
会
議
所
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
四
巻
、
七
三
～
七
五
頁
。

⑫
　
　
「
財
政
と
経
済
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
六
巻
、
八
四
～
八
五
頁
。

　
　
同
前
、
大
内
兵
衛
解
説
参
照
。

⑭
　
乗
竹
孝
太
郎
、
伴
直
之
助
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
を
基
礎
と
す
る
自
由
主
義

　
経
済
学
者
。
創
刊
期
の
『
東
京
経
済
雑
誌
』
の
経
営
・
編
集
・
寄
稿
に
、
田
口
を

　
助
け
て
重
要
な
役
割
り
を
は
た
し
た
。
乗
竹
に
『
理
財
学
』
、
伴
に
『
経
済
要
義
』
、

　
『
銀
行
論
』
な
ど
の
署
作
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
長
幸
男
・
住
谷
一
彦
編
『
近
代

　
目
口
本
経
済
思
想
史
』
一
、
　
二
二
一
二
～
二
二
六
百
ハ
参
昭
島
。

⑳
　
壌
島
仁
吉
『
鼎
軒
田
田
先
生
伝
』
経
済
雑
誌
社
、
明
治
四
五
年
、
七
九
頁
。

⑳
　
板
壌
退
助
監
諺
『
自
由
党
史
』
中
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
三
年
、
一
〇
〇
頁
。

⑰
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
、
（
明
治
八
年
九
月
六
日
）
。
こ
こ
で
田
口
は
、
「
若
シ
人
ノ
悪

　
業
ヲ
悪
ト
シ
公
布
ス
ル
ヲ
禁
シ
人
ノ
非
行
ヲ
非
ト
シ
摘
発
ス
ル
ヲ
劉
セ
バ
日
本
ノ
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政
府
一
世
ノ
好
悪
臨
調
ノ
徒
ヲ
保
庇
シ
直
書
正
論
世
道
ヲ
利
益
ス
ル
ノ
君
了
ヲ
罰

　
ス
ル
ノ
暴
政
府
ナ
リ
然
う
ザ
レ
バ
何
故
二
世
ノ
新
聞
記
者
ヲ
罰
ス
ル
如
此
ク
酷
ナ

　
ル
ヤ
」
と
し
て
、
政
府
の
言
論
弾
圧
を
真
正
面
か
ら
非
難
し
て
い
る
。

薗
　
『
日
本
開
化
小
史
』
第
＝
一
…
章
「
徳
摺
治
世
の
間
勤
王
の
気
の
発
せ
し
事
」
な
ど
。

　
田
口
は
、
封
建
主
義
と
い
う
よ
り
、
徳
用
氏
の
衰
減
の
過
程
の
分
析
に
カ
を
注
い

　
で
い
る
が
、
こ
こ
で
、
幕
府
へ
の
陰
然
と
し
た
同
情
か
ら
、
そ
の
倒
潰
を
冷
静
に

　
分
析
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
伊
豆
公
夫
『
日
本
史
学
史
』
、
月
曜
書
房
、
昭
和
二
二
年
、
一
一
八
頁
参
照
。

鐙
　
　
『
郵
便
報
知
新
聞
』
、
明
治
八
年
六
月
八
日
。

⑭
　
田
口
は
『
続
経
済
策
』
第
一
章
、
学
問
の
性
質
（
明
治
一
七
年
五
月
）
で
、
「
物

　
の
在
や
吾
入
我
官
能
に
因
り
て
之
を
知
る
な
り
、
我
官
能
に
触
れ
ざ
る
も
の
吾
人

　
何
を
以
て
其
有
た
る
を
知
る
由
あ
ら
ん
や
、
故
に
我
心
の
知
は
五
官
に
触
る
も
の

　
に
・
止
る
。
宇
宙
間
の
事
物
を
知
る
は
勿
論
、
蝕
に
処
し
、
事
に
当
吟
て
得
失
利
害

　
を
断
ず
る
の
智
に
到
る
ま
で
皆
嘗
て
我
五
官
に
感
触
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な

　
き
な
り
」
（
『
鼎
軒
全
集
』
、
第
三
巻
、
一
｝
六
頁
）
と
、
探
求
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
、

　
従
来
の
学
聞
が
「
五
官
に
達
し
得
る
境
界
」
（
顕
界
）
、
「
物
の
証
す
べ
き
と
こ
ろ
」

　
に
そ
の
隈
界
を
置
か
な
か
っ
た
が
故
に
不
毛
と
な
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で

　
は
す
で
に
認
識
さ
る
べ
き
対
象
と
、
認
識
し
意
識
す
る
主
体
が
区
別
さ
れ
て
い
る

　
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
五
官
に
達
し
得
る
境
界
」
、
「
物
の
証
す
べ
き

　
と
こ
ろ
」
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
「
顕
界
」
－
一
可
無
理
学
界
と
「
冥
界
」

　
u
不
可
知
理
学
界
の
平
面
的
な
区
別
を
の
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
「
顕
界
」
睦
自
然
法
則
の
存
在
を
、
感
覚
を
媒
介
に
し
て
人
語
の
う
ち
に
運
び
込

　
む
主
体
の
作
業
と
の
関
係
で
考
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
客
体
口
主
体
の
論
理
に
驚
く
ほ
ど
無
関
心
で
あ
り
、

　
人
間
を
全
く
の
自
然
的
対
象
物
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
知
ら
れ
る
。
こ
の

　
限
界
は
、
「
理
」
の
読
み
替
え
に
み
ら
れ
た
方
法
的
態
度
と
関
係
し
て
い
る
。

⑪
　
「
晴
勢
子
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
五
巻
、
一
～
二
九
頁
。

⑫
　
　
『
鶴
外
全
集
』
著
作
叢
生
一
八
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
二
年
、
「
鼎
軒
先
生
」
、

　
四
三
四
～
四
三
七
頁
。

⑫
　
歳
計
を
節
約
し
、
紙
幣
鎖
却
元
資
を
増
書
し
、
か
っ
地
方
政
務
を
改
良
す
る
た

　
め
と
し
て
、
地
方
税
講
中
「
地
租
五
分
噸
以
内
」
を
「
地
租
三
分
一
以
内
」
と
し
、

　
地
方
税
支
弁
費
目
に
、
府
県
庁
舎
建
築
修
繕
費
、
府
県
監
獄
費
、
同
修
繕
費
の
三

　
項
目
を
増
加
し
た
も
の
。
こ
れ
に
よ
り
地
方
税
経
済
は
負
担
増
加
に
よ
り
困
窮
に

　
陥
っ
た
（
『
魚
影
田
口
先
生
伝
』
、
一
〇
頁
）
。

⑭
　
　
「
東
京
府
会
常
置
委
員
四
大
意
見
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
五
巻
、
＝
一
八
～
｝
二

　
九
頁
。

⑮
　
　
「
β
太
・
歴
史
の
沿
輩
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
【
巻
、
　
一
六
頁
。

⑭
　
　
「
自
歯
兵
制
併
せ
行
ふ
べ
し
」
、
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
五
巻
、
三
〇
六
頁
。

⑰
　
明
治
期
の
学
校
教
育
が
、
庶
民
の
社
会
的
身
分
の
保
証
・
階
籔
上
昇
へ
の
期
待

　
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
勝
田
馬
丁
中
内

　
敏
夫
著
『
日
本
の
学
校
』
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
九
年
、
参
照
。

⑱
　
「
教
育
論
」
、
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
二
巻
、
五
九
五
頁
。

⑲
　
　
「
日
本
歴
史
の
沿
革
」
、
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
一
巻
、
｝
九
頁
。

⑭
　
「
教
育
論
」
、
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
二
巻
、
五
九
五
頁
。

⑪
　
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
田
口
研
究
者
は
大
略
こ
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
た
9
、

　
定
平
元
四
郎
「
鼎
軒
田
口
卯
吉
1
そ
の
社
会
学
的
研
究
8
」
（
凹
関
西
学
院
大
学
人

　
文
論
究
』
第
五
巻
第
三
丹
）
で
は
、
初
期
の
田
日
の
社
会
観
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社

　
会
有
機
体
説
に
立
脚
し
て
樹
て
ら
れ
て
い
た
が
、
萌
治
二
〇
年
代
後
半
、
ス
ペ
ソ

　
サ
！
社
会
学
の
否
定
に
妙
な
っ
て
、
そ
の
思
想
的
・
学
問
的
基
礎
に
重
大
な
変
化

　
が
起
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑫
、
「
自
愛
及
他
愛
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
三
巻
、
一
六
一
頁
。
「
日
本
開
化
小
史
」
、

　
『
鼎
軒
全
集
』
第
二
巻
、
二
四
頁
。

⑬
　
　
「
自
邸
愛
及
工
臨
人
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
一
二
巻
、
　
一
山
ハ
一
門
〔
。

⑭
　
　
［
日
本
開
化
小
史
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
築
二
巻
、
二
四
～
二
六
頁
。
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⑮
　
　
「
自
愛
及
他
愛
」
、
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
一
二
巻
、
　
一
山
ハ
三
頁
。
阻
口
は
㍗
　
こ
の
よ
・
フ

　
な
観
点
か
ら
、
正
常
な
社
会
に
あ
っ
て
、
「
人
々
終
局
の
目
的
」
た
る
独
立
生
存

　
（
「
蟻
も
土
入
に
損
害
を
加
え
ざ
る
人
民
」
）
を
完
成
す
る
、
　
「
自
愛
即
他
愛
」
を

　
教
則
の
基
礎
と
す
べ
き
だ
と
い
う
彼
独
得
の
論
を
展
開
し
、
「
世
俗
の
教
則
」
睡
慈

　
善
を
、
　
「
貧
困
者
の
出
ず
べ
き
組
織
を
行
ひ
て
而
し
て
其
の
出
ず
る
に
及
び
て
公

　
然
貨
幣
を
募
り
て
懲
に
其
一
部
を
救
助
し
以
て
慈
善
の
業
な
り
と
す
、
余
は
寧
ろ

　
其
業
の
児
戯
に
類
す
る
を
笑
ふ
な
り
」
と
椰
卜
し
て
い
る
（
「
慈
善
論
」
、
　
『
鼎
軒

　
全
集
』
第
三
巻
）
。

⑯
　
　
「
経
済
学
の
性
質
に
関
し
滝
本
君
に
答
ふ
」
、
岡
前
、
四
一
四
頁
。

⑰
　
　
「
経
済
学
は
心
理
的
科
学
な
り
」
、
同
前
、
三
九
〇
頁
。

⑱
　
　
「
自
由
交
易
日
本
経
済
論
」
、
同
前
、
三
頁
。

⑲
⑳
　
同
前
、
五
頁
。

⑪
　
同
晶
削
、
六
頁
。

⑫
　
同
前
、
七
頁
。

⑳
　
同
前
、
九
頁
。
こ
こ
で
、
社
会
は
生
物
有
機
体
に
比
喩
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

　
が
、
こ
の
よ
う
な
比
喩
は
他
に
も
、
「
社
会
に
大
理
あ
り
」
（
明
治
一
二
年
）
、
「
史

　
海
自
序
」
　
（
明
治
二
四
年
）
な
ど
数
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
比
喩
か
ら

　
直
ち
に
、
田
口
の
社
会
観
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
有
機
体
説
に
由
来
す
る
と
結
論

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
比
喩
に
よ
っ
て
論
を
進
め
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
知
識

　
人
の
｝
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
事
実
、
田
口
の
い
う
社
会
有
機
体
も
単
な
る
比
喩
以

　
上
に
重
要
な
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
定
平
元
四
郎
「
鼎
軒
田
口

　
卯
出
ロ
ー
そ
の
社
会
学
的
研
究
e
参
照
）
α

㊥
　
　
「
富
の
度
」
、
黒
潮
罰
、
二
四
〇
頁
。

⑳
　

「
経
済
学
の
釈
義
に
関
し
て
駁
論
諸
氏
に
答
ふ
」
、
同
前
、
陶
冶
六
頁
。

⑯
　
　
「
自
由
交
易
臼
7
本
η
職
溶
累
嗣
」
、
隅
四
晶
嗣
、
　
一
一
～
｛
　
一
景
只
。

⑰
　
　
「
加
藤
弘
之
氏
著
人
権
新
説
を
読
む
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
五
巻
、
一
五
六
頁
。

⑱
　
「
社
会
に
大
理
あ
り
」
、
『
渋
谷
全
集
』
第
三
巻
、
一
二
〇
頁
。

⑲
　
　
「
経
済
学
の
性
質
に
関
し
て
滝
本
君
に
答
ふ
」
、
同
前
、
四
一
六
頁
。

⑳
　
塩
島
仁
吉
『
鼎
韓
田
口
先
生
伝
』
、
山
路
愛
山
「
明
治
文
学
史
」
（
明
治
文
学
全

　
集
『
山
路
愛
山
集
隔
、
筑
摩
書
房
）
、
家
永
三
郎
「
福
沢
諏
吉
の
人
と
思
想
」
　
（
現

　
代
日
本
思
想
体
系
・
2
『
福
沢
鍮
吉
』
筑
摩
謬
房
、
昭
和
三
八
年
）
、
森
田
康
夫

　
「
イ
ギ
リ
ス
慮
由
主
義
の
流
入
」
　
（
住
谷
悦
治
編
『
明
治
恩
想
の
形
成
』
所
収
）

　
な
ど
。

⑳
　
「
商
業
共
和
国
」
、
『
鼎
軒
全
集
』
第
三
巻
、
一
三
九
頁
。

⑰
　

『
郵
便
報
新
聞
』
、
明
治
八
年
六
月
一
八
日
、
筆
名
・
黄
黒
山
樵
。

⑬
　
　
「
対
外
国
是
」
、
　
『
鼎
軒
全
集
』
第
五
巻
、
四
〇
八
頁
。

⑳
　
「
大
国
民
の
度
量
」
、
同
前
、
三
五
三
頁
。

㊧
　
同
前
、
三
五
三
頁
。

⑯
　
森
田
康
夫
「
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
流
入
」
　
（
住
谷
悦
治
他
編
『
明
治
社
会
思

　
想
の
形
成
』
所
収
）
、
四
一
、
六
八
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
教
育
史
専
攻
・
京
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．“ qonsαlezt”「論策」and“Gα勉槻。ガ’．「学問」

　　　　　　　　in　乙ηleichi　Ta．auclzi　田口ジP吉

by

Mugen　Ozaki

　　The　valuation　of　Uleichi　Tagz｛chi’s田口卯吉idea　has　not　alWays　been

consistently　developed　with　ideological　evaluation．　ln　thiS　article　we

wili．make　clear「the　relation　of　Taguchi’s“G罐％獅。ガ’「学問」，　or．．　his

recognition　of　natura王． @and　social　laW，　with‘‘Ronsafeu，’「論策」，　br　hls　p61i・

tical　measure．；　and　also　these　relation　with　his　sociai　standpoint．

　　To　Mr．　Taguchi，　“　Ronsaku　”　is　no’t　deduced　directly’from　“　Gakumon　”，

for　it　is　clpse玉y　connected　wit1｝social　reality　than‘‘Gafe吻mon　’．　This

will　be　clearly　exp！ained　in　his　opinion　that　“　labour　society　”　which　he

thought　would　be　the　generative　power　of　history　is　no．t　industrial　capi－

talists　but　・really・　the　smallet　urban　．manufacturers．

　　So　his　utopian　thought，　which　is　sald　to　be　especially　prominent　in　the

latter　half　of　his　lifg，　should　not　be　explaipdd　by　his　rigid　thought　from

belief　of　the　theory，　but　in　correspondence．．to　social　reality　that　the

Social　classitself　bri　which　he　stood　was　ruined　due　to　the　establishmerit

Qf　industrial　cap1tal　in　Japan．

A　Study　of　the　lmmor’tals　who　Deliveted　Themselves

　　　　　　　　by　Feigning　Death　（sinh－ckieh　hsien）

by

Hisayuki　Miyakawa

　　Among　various　methods．　of　attaining　iMmorta！ity　．　as　expounded　in
．i

saoist　canons，　，the　shih－cJzieh　（lit．　corpse－deliverance）　is’　worthy　of　notice．

An　applicant　・for　irnmortality　by　this　method　has　to　die　once，　or　feign

himSelf　dead，　and　be　buried　with　his　personal　effects　such　as　a　sword，

．shoes，’clothes　etc．　But　his　own　self　is　ab！e　to　flee　away，　leaving　such

things　as　substitutes．　It　is　like　a　cicada　or　snal〈e　sloughing　off　its　old

skin　to，enter　a　renewed　life．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i78）




